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開    会  （午前  ９時０６分）  

 

○議  長  

 皆さん、おはようございます。  

 ただいまの出席議員は１２名で定足数に達しておりますので、これより平成

２９年平群町議会第４回定例会を開会いたします。  

 町長、招集の御挨拶をお願いいたします。はい、町長。  

○町  長  

 皆さん、おはようございます。  

 ９月に入りまして、朝夕はめっきり過ごしやすくなったとはいえですね、ま

だまだ残暑厳しい日々が続いております。町内の風景も水田の稲穂が実を結び

初め、山の木々にもゆっくりと秋の訪れが感じられる季節となってまいりまし

た。  

 本日は、平成２９年第４回平群町議会定例会の開催をお願いいたしましたと

ころ、議員各位におかれましては、公私何かと御多用のところお集まりいただ

きまして、まことにありがとうございます。  

 最近、平群町に関係することといたしまして、うれしい話題がございます。

司馬遼太郎原作の『関ヶ原』が映画化され、８月２５日から、原作そのままの

題名、「関ヶ原」として公開されております。中でも、平群町の出自と言われる

嶋左近に対し、原作者が強い思いを持っていることは、司馬ファンなら周知の

事実でございますが、映画における左近はどんな活躍を見せるのか、大変気が

かりではあります。まだの方はぜひ一度ごらんいただければと思うところでご

ざいます。映画上映をきっかけに、多くの方が嶋左近という人物、ひいては平

群町に関心を持っていただければと期待をしておるところでございます。  

 さて、６月の定例会から本定例会までの平群町におけます主な出来事につき

まして御報告申し上げます。  

 ６月２５日には第１１回プリズム健康フェスタが開催され、平群町の健康長

寿のスローガンであります「健診を  受けて伸ばそう  健康寿命」を目指した

取り組みとして、ゲーム感覚でできる脳年齢の測定や歯科検診、骨密度測定、

体力測定など、日ごろの健康づくりのためのイベントが開催され、多くの町民

の方に御参加いただきました。  

 ７月１１日には人権・命の尊さへの町民集会が開催されました。ことしは三

輪山平等寺住職、丸子孝法氏を講師にお招きし、「天地一杯の命」をテーマに御

講演をいただきました。  

 ７月１５日から８月３１日までウォーターパークが開場しましたけども、こ
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としは比較的天候にも恵まれ、大きな事故もなく無事に運営することができ、

お盆や週末には町内外からたくさんの方がお越しくださいました。入場者総数

は２万５，５４７人であり、昨年と比較して２７５人増加いたしました。  

 ８月５日には、平群の夏の風物詩として定着しております第１８回へぐり盆

踊りが開催されました。ことしは開催時刻に雨が降るなど、少し心配されまし

たが、子どもたちから高齢者の方まで、多くの町民の参加をいただきました。

開催に際しまして、準備等御尽力を賜りました実行委員会の皆様に心より御礼

を申し上げたいと思います。  

 ８月１９日、２０日の両日、中央公民館におきまして、戦争のない平和な世

界の実現を目指す平和啓発事業として、平群平和のための戦争展が開催されま

した。戦跡カメラマンの安島太佳由氏の講演会を初め、ミニコンサートや平和

のためのお話会、ビデオ映画の上映、戦争遺品の展示などを行い、多くの町民

の参加をいただきました。  

 ９月３日にはふるさと平群クリーンアップ作戦が実施され、町内の環境美化

に向けましての取り組みとして、町内ボランティア団体の皆様を初め、県内の

企業、各種団体の方、町職員など、多数の参加をいただき、平群町を六つのコ

ースに分けての清掃活動を実施いたしました。残暑厳しい中、御参加いただき

ました皆様にお礼を申し上げたいと思います。  

 さて、本議会では、補正予算が６件、指定管理者の指定議決案件が６件、決

算認定案件が１１件、合計２３件の議案を御審議いただきます。とりわけ９月

議会は平成２８年度の決算議会であることから、１年間の事務総括ということ

で、よろしくお願いを申し上げます。あわせまして、いずれの議案につきまし

ても慎重審議をいただき、可決、認定を賜りますようお願い申し上げまして開

会に当たりましての御挨拶とさせていただきます。ありがとうございました。  

○議  長  

 これより本日の会議を開きます。  

（ブー）  

○議  長  

 本日の議事日程は、お手元に配付いたしております議事日程表のとおりです。 

 本日の議事日程の朗読を求めます。局長。  

○局  長  

 議事日程報告  議事日程表のとおり  

○議  長  

 ただいまの報告のとおり、日程表に従い議事を進めてまいります。  

 日程第１  会議録署名議員の指名を行います。  
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 本定例会の会議録署名議員には、会議規則第１２０条の規定により１１番、

下中君、１２番、馬本君を指名いたします。本定例会会期中、よろしくお願い

いたします。  

 日程第２  会期の決定についてを議題といたします。  

 本定例会の会期は、過般の議会運営委員会で内定しておりますとおり、本日

から９月２１日までの１７日間といたしたいと思いますが、異議ございません

か。  

 

「異議なし」の声あり  

 

○議  長  

 異議なしと認めます。よって、会期は本日から９月２１日までの１７日間と

決定いたしました。  

 会期の内容の報告を求めます。局長。  

○局  長  

 それでは、会期の内容について御報告を申し上げます。  

 ９月  ５日（火）  本会議（初日）           午前９時より  

 なお、一般質問の通告締め切りにつきましては、本日の午後５時までとなっ

ておりますので、よろしくお願いいたします。  

 ９月  ６日（水）  あいてございます。  

 ９月  ７日（木）  決算審査特別委員会（一般会計）   午前９時より  

 ９月  ８日（金）  決算審査特別委員会（各特別会計・水道事業会計）  

                           午前９時より  

 ９月  ９日（土）  休会でございます。  

 ９月１０日（日）  休会でございます。  

 ９月１１日（月）  文教厚生委員会           午前１０時より  

 ９月１２日（火）  あいてございます。  

 ９月１３日（水）  本会議（一般質問）         午前９時より  

 ９月１４日（木）  本会議（一般質問）         午前９時より  

 ９月１５日（金）  あいてございます。  

 ９月１６日（土）  休会でございます。  

 ９月１７日（日）  休会でございます。  

 ９月１８日（月・祝）  休会でございます。  

 ９月１９日（火）  あいてございます。  

 ９月２０日（水）  あいてございます。  
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 ９月２１日（木）  本会議（最終日）          午後２時からでご

ざいます。  

 以上でございます。  

○議  長  

 日程第３  諸般の報告を行います。  

 過日開催されました議会運営委員会の報告を求めます。議会運営委員会委員

長。  

○議会運営委員長（山口昌亮）  

 議会運営委員会を８月２１日午後１時半から行いました。  

 案件については、きょうから始まりました９月定例会の議事運営についてで

あります。  

 以上です。  

○議  長  

 過日開催されました公共交通対策特別委員会の報告を求めます。公共交通対

策特別委員会委員長。  

○公共交通対策特別委員長（森田  勝）  

 公共交通対策特別委員会は、去る６月２６日火曜日１０時から開催いたしま

した。  

 案件は、コミュニティバス運行事業の現状報告についてであります。  

 以上、報告いたします。  

○議  長  

 続きまして、町より報告事項があります。予備費の充用について報告を求め

ます。はい、副町長。  

○副町長  

 平成２９年度一般会計予算の予備費の執行状況について御報告申し上げま

す。  

 ８月１０日に未熟児養育医療費の不足により、衛生費、保健衛生費、母子保

健事業費に２万８，０００円を充用しております。  

 予備費の当初予算額は２，０２５万円に対し、執行率は０．１％であり、残

額は２，０２２万２，０００円です。  

 以上、報告といたします。  

○議  長  

 以上で諸般の報告を終わります。  

 続きまして  

 日程第４  議案第２８号  平成２９年度平群町一般会計補正予算（第２号）
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について  

を議題といたします。  

 議案の朗読を省略し、提案者の提案理由の説明を求めます。政策推進課長。  

○政策推進課長  

 議案第２８号  提案理由説明  

○議  長  

 これより本案に対する質疑に入ります。植田君。  

○６  番  

 １６ページの児童福祉総務費の事業・業務委託料、資料の方では、（仮称）お

せっかい隊結成とかイベント経費とかという形で載ってるんですけども、この

中身ですね、もう少し詳しく、どういう形でどういうものを考えているのか。

これまで、２７年、２８年で恋まち・育まちというのに取り組んできはったと

思うんです。その次の段階という形で、政策評価のとこでは何かそういうふう

な書き方があったんで、そういうふうにつなげていくのかなと思ってるんです

けども、この点、もう少し詳しく説明していただけますか。  

○議  長  

 福祉課長。  

○福祉課長  

 今、植田議員からお話ありましたように、今まで２年続けて恋まち・育まち

ということで、子育て支援策を実施してまいりました。これまでは、行政主体

でこれをやっていたわけですが、今度は、地方創生推進交付金を財源としまし

てですね、地域を巻き込んだ形でこれを実施していくと、そういったものでご

ざいます。  

 これにつきましては、一つは募集をしましてですね、住民から、おせっかい

隊ということで募集をさせていただきます。あわせて、民生委員さんであった

り各種団体と相談しながら、地域を巻き込んだ形で平群町の子育ての支援を応

援していくと、こういった企画でございます。あわせて、平群町だけでなく、

結婚したらこの町で暮らしていきたいと思えるように、そういったイベントも

来年３月末に計画をしていると、そういった事業でございます。  

○議  長  

 植田君。  

○６  番  

 平群町は子育て支援センターなんかも、県下でも早くから設置をして、そこ

の利用者もたくさんいらっしゃるという状況があって、一定私は、子育て的に

はいろいろやってるなという感じはすごく受けてるんです、イベントも含めて
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ね。  

 私は、この問題ではね、やはり若い世帯に平群町にどれだけやっぱり来ても

らえるのか、平群で住んで子どもも育ててもらってっていう、人口をふやして

いくっていう観点からね、私は取り組んでこられた、そこにシフトをするべき

だというふうに思うんです。そうやって、この間、平群町はずっと人口が減っ

てきてるわけですから、特に就労人口ですね、働き盛りの人たちというのは子

育て世代が中心になると思うんですが、その人口をどれだけふやせるのかとい

うのが、これからのまちづくりにとっても非常に大きなウエートを占めると思

うんですね。そういう中で、少し戻りますが、２７年、２８年で恋まち・育ま

ちの取り組みもされました。ここで、若い人たちが出会いの場としてね、平群

町がそういう企画をしたんですが、その後、そこでどういうふうに総括をされ

て、その後、どういうふうになっているのかというのかな、またそこで出会わ

れて、その延長線上に結婚をされて平群に住んでもらって子育てしてもらうと

いうのが、一番私は理想だと思うんやけども、そこら辺、どのような総括をさ

れているのかというのがもう一つ聞きたいことね。  

 今、いろいろ今年度やろうとしてることをおっしゃったけど、もうひとつ何

かイメージとして湧かないなというふうに思うんです。一般財源も２００万近

く使うわけですから、もう少し、何と言うのかな、それは１年、２年でそうい

うふうな形が出るとは、なかなか難しいかもしれへんけど、やっぱりそこら辺

はもう少し、非常にいろいろ精査する部分も含めて必要ではないかなと思うん

ですけど、もう少しそこら辺の具体的なところ、これからだと言われればそれ

までなんですが、ちょっとその点、目標も含めてお聞かせ願えますか。  

○議  長  

 福祉課長。  

○福祉課長  

 恋まち・育まちの総括ということでございます。  

 イベントを打つたびに何組かカップリングということでなっております。そ

の後、そのカップリングになった方が町内で結婚してというところまでは確認

できておりません。ですが、平群町で子育てしやすい町というのは、そのたび

にＰＲもしてまいりました。町内外にも発信してまいりました。町の保育料が

近隣に比べて安いであったり、それから１８歳まで医療費が無料であったりと、

そういった平群町の魅力を十分に発信してまいりました。そういったところは、

ほかの市町村からそういうことがあったんだなということで、関心を寄せられ

ているという話も聞いているところです。そういったところは、今後も引き続

きＰＲはしていきたいと、このように考えております。  
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 あわせて、平群町の、今度、実際に住んで、そこで子育てしていくに当たっ

て、例えば孤立させないであったり、みんなで楽しく子育てしていけるような、

そういった体制を今後、行政主導ではなくって、地域を巻き込んだ形でそれを

進めていくと。それによって、平群町に住んだら安心して子育てできると、そ

ういった体制づくりを整えていきたいと、こういうふうに考えております。  

○議  長  

 森田君。  

○４  番  

 今のことですけどね、本当に効果が上がってるのかですね、一番問題なのは。

先般も行革でですね、いろいろイベントとか事業をやらないというようなこと

を言っててですね、やはり私は職員さんの方も、選択しないといけないんじゃ

ないかなと。  

 例えばですね、４月現在のゼロ歳児、平群町は９２人ですよ、９３人かな。

ことしの１月から１２月までの新生児の出産予定が九十二、三名ですよ。毎年

１５名から２０名、減ってきてるわけですやん。口で子育てナンバーワンとか

言ってもですね、結果が問題じゃないですか。それで、そんなことを言っても

仕方ないんですが、これは、恋まち・育まちも含めて、近隣町の取り組みはど

うなってるんですか。  

○議  長  

 福祉課長。  

○福祉課長  

 近隣町では、上牧でしたか、そういった婚活イベントをされているというふ

うには聞いております。奈良県、県が婚活イベントを主体的に、今、県を挙げ

て取り組んでおられると、このように承知しております。  

○議  長  

 森田君。  

○４  番  

 今、課長からあったように、上牧町しかやってないということは、それほど

効果が皆さんないと、費用対効果も含めてですね、それに対する定住の効果は

ないということじゃないかなと推測できるわけですけども、ほんまにこういう

ことをやっておればですね、仕事がふえてですね、職員さん、これまたあれで

しょう、お金もらったら報告せなあかんじゃないんですか。もらいっぱなしで

いいんですか。ちゃんと報告書をつくって上げないといけない。だから、仕事

に仕事をつくってるような気がしますので、今回はこれでですね、私は仕方な

いと思うんですけれども、町の方針としては、行事の見直しを言ってるわけで
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すから、不要なもの、私は不要だとは思います、ほかの議員はどう思っておら

れるかわかりませんが。やはりそういうことも注意して、今回、採択を受けて

るのでやむを得ないと思うんですけど、言ってることとやってることが違うと。

ねえ、町長、それは申し上げておきますよ。  

○議  長  

 山口君。  

○７  番  

 全般的なことを質問します。  

 今回の補正、臨財債も含めてですね、地方交付税が当初予算より１億５，０

００万ふえると。前年度繰越金１億７，５００万、合わせて３億２，５００万。

そこからですね、今回の補正に計上した経費約２，０００万、これを差し引い

た３億円余りが歳入超過、補正予算としてはね、ということですよね。それを、

雑入・その他のところに計上した未確定財源をほぼ消し去ると。補正全体とし

てはこういうことですね。それでよろしいですか。  

○議  長  

 政策推進課長。  

○政策推進課長  

 山口議員の御質問にお答えさせていただきます。  

 今回の補正の基本的なものにつきましては、財政当局といたしましては、そ

ういうふうな剰余金等に伴いますものを未確定財源に充当したというふうな補

正。ですので、おっしゃっていただいてる補正内容が主なものでございます。  

○議  長  

 山口君。  

○７  番  

 前年度繰越金については、昨年度、単年度の実質収支が一般会計で２億７，

０００万の赤字ですから、実質収支を黒字にするために残してた金と、ある意

味で言えばね、別にゼロにしててもよかったわけですから、これについてはで

すね、要するに、今年度の単年度収支を考える場合にはあんまり関係ないわけ

ですね。そういうことだというふうに思います。  

 それでね、交付税が今回、約１，５００万円ふえ、今回の補正予算の一般財

源の経費が、計算すると８７７万円になるんですね。それを差し引いた実質的

に１億４，０００万円が今年度の単年度収支に影響を与えるということに、普

通、計算上はなるわけです。当初予算の歳入不足が、先ほど、未確定財源の方

はほぼ消し去りましたけれども、基金からもともと繰り入れる予定の４，５７

６万円、それから売れるかどうかわからない土地売払収入が４，０００万円、
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これがあるわけですから、これも含めると、もともと３億９，０００万円だっ

た未確定財源がですね、今回の補正で１億４，０００万円減って２億５，００

０万円になるということなんですよね、実質的にね、予算上ですね。土地が売

られれば、２億１，０００万円まで下がるわけですけれども、この間、不用額

で、多いときも少ないときもいろいろありますけども、大体２億円は出るわけ

ですから、じゃあ今の時点で言うと、今年度の単年度の一般会計の実質収支に

ついては、ほぼとんとんでいけるというふうに見込んでるのかどうか、その点

どうですか。  

○議  長  

 政策推進課長。  

○政策推進課長  

 山口議員の御質問にお答えをさせていただきます。  

 ちょっと財政当局の見方という部分でございます。どうしても我々、歳入に

ついてはシビアに見てしまうようなところもございますので、なかなかという

ところではございますが、今おっしゃっていただいた数字につきましては、一

定、財政の方も把握しておるようなところでございます。基金からの繰入金と

いうのも、いわゆる未確定財源的な要素としてとらまえれば、おっしゃってい

ただいた金額にほぼなるのかなというところでございます。  

 今年度の単年度の見通しという部分でございますが、今回の補正で、予算上

は、ほぼ未確定財源等につきましては、これで処理できたかなというところで

ございます。あと、今おっしゃっていただきました４，０００万円の土地売払

収入、これも今、売却に向けて、鋭意努力をしておりますが、結果どうなるか

というところがございます。  

 あと、一番年度末に大きなウエートを占める部分でございますが、不用額で

ございます。通年、約２億円というふうな不用額の計上といいますか、不用額

が出るんではないかという見込みもございますが、近年ちょっと、これは２８

年度のまた決算のときに御説明ということになるかわかりませんが、不用額が

ちょっと年々やっぱり減ってきてるというのが現状でございます。通常、俗に

言う２億と言われる部分が、なかなかそのぐらいの不用額が出ない。原因とい

たしましては、かなり予算編成の段階で絞り込んだ予算を編成しているという

こともあわせて、なかなか不用額が出にくいような状況というのも片一方でご

ざいます。  

 押しなべて申し上げましたら、実質ベースで言いましたら、２９年度、何が

しかの黒字ということでございますが、基金からの取り崩しも含めてやってご

ざいますので、単年度ベースでの黒字というのは、ちょっと今の段階で出るか
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どうかということは非常に不明瞭なところがあるということだけちょっと申し

上げさせていただきます。  

○議  長  

 山口君。  

○７  番  

 基金からのやつも含めてね、昨年度、２億７，０００万というのは単年度の

実質収支ですから、今年度は、去年のある意味基金も崩した、要するに剰余金

を崩した中で、今年度、予算上の未確定財源をある程度消したということやか

ら、今の段階でもまだ、さっきも言いましたように、２億５，０００万ほど残

ってるというのは事実ですから、もちろんね、単純に言って聞いてるわけじゃ

ない。ただ、先日の全体協議会での説明もあったように、今後、要するに庁内

のさまざまな事務事業の見直しも含めてですね、９億円、８億幾らか、８億幾

らもですね、ここから５年間で削減しようとしているわけですから、その辺は

本当に緻密に。  

 だって、例えばですよ、今回、地方交付税が確定して、じゃあ１億５，００

０万もね、何でこんな差が出てくんねんと。当初予算、昨年の１月ぐらいから

本格的に積算しているわけですけれども、１億５，０００万のこの違いという

のは、一体どこから出てきてんねんと。今まで、こんなに大きく違ったという

のは、そんなに回数なかったと思うんです。その点はどうですか。  

○議  長  

 政策推進課長。  

○政策推進課長  

 今回、普通交付税の補正でございます。今回、１億４，１７９万４，０００

円ということで、かなり多額の増額補正ということで措置をさせていただきま

した。財政的に言いましても、大変ありがたいお話ではございます。  

 予算額との乖離という部分でございますが、ちょっと前段の説明も含めてさ

せていただきましたら、２９年度の普通交付税の予算につきましては１８億２，

０００万ということで措置をいたしておりました。この積算でございますが、

予算編成前に国の方の地方財政計画が示されます。その中で、２９年度の交付

税につきましてはマイナスシーリングということで示されておりました。その

シーリングの幅、マイナスシーリングになった理由といいますのは、交付税そ

のものが地方財政の偏在化という部分で、かなり国の考え方としては、税収の

伸びもあるやろうから、交付税については若干の減額でというふうな措置、そ

れに基づく考え方であったかなと、まず理解しております。それを受けまして、

国が示した減額の割合に応じまして、今年度、平成２９年度の予算につきまし
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ては、昨年度、２８年度の交付税の決算額に若干の減額要素を加えまして１８

億２，０００万ということで措置をしたところでございます。  

 今回の増額でございますが、かなりの多額の増額ということで、いろいろ分

析もしたところでございますが、やっぱりまず一番大きかった部分につきまし

ては、社会福祉費の増額、とりわけ平群町の場合、かなり高齢化が急激に進ん

でおりますので、６０歳、６５歳以上の人口並びに７５歳以上の人口というの

がかなり増加もしておるということも踏まえて、社会福祉費、高齢福祉費の中

での交付税の措置というのが十分反映されたような交付額になったということ

でございます。  

 あと、社会福祉費、同じような福祉事業でございますが、国の子育て支援と

いう部分も踏まえまして、子ども・子育て支援にかかわる交付税のいわゆる料

率もかなり見直しされたという部分を含めて増加要因になったところでござい

ます。あと、うちも起債の償還等々、たくさんございますので、起債の償還に

かかわります率もかなり変更になって、平群町にとっては大きな増額要因にな

ったところでございます。  

 そういったところも踏まえまして、今回の交付税につきましては増額に働い

たような要因でございます。ただ、社会福祉費、特に高齢の部分につきまして

は、交付税の方で措置をしていただきましても、当然、医療であるとか介護で

あるとかといった費用等も発生いたしますので、この部分につきましては、今

回、交付税の方で十分見ていただけたのかなというふうに思っております。  

 それと、今回、かなりふえたというところでございますが、確かに２８年度

でございましたら、交付税の増額というのは、大体３，０００万、４，０００

万弱ぐらいの増額であったということでございますので、２７年度につきまし

てはかなり大きい増額があったんですけども、１億超えるような増額補正とい

うのは、２７年度以来の補正というふうになってございます。  

○議  長  

 山口君。  

○７  番  

 それも含めて見て積算するのが財政当局の腕の見せどころじゃないですか。

それと、人口が減ってる分かってふえてるわけでしょう。過去の臨財債の返す

分だって、そういうのも全部あるわけでしょう。そういうのを全部積算して計

算してるわけでしょう。国が単に全自治体向けにこうだと言ったって、じゃあ

平群町が毎年毎年１％も高齢化率が伸びてるっていう異常な状況というのはわ

かってるわけじゃないですか。それに伴って金要る。当然要るから出してくる

わけだけども、じゃあその辺も全部、本来なら計算して出すべきなのに、だっ
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て、１億５，０００万乖離あるというのは大きいですよ、平群町で。  

 だって、前も言いましたけども、要するに公債費が上がって、借金返しの金

が１０億円超えてきたら平群町は単年度収支が本当に厳しいわけですよ。１０

億切ってるときだったら大体黒字になってるじゃないですか、予算の組み立て

苦しいと言ってもね。だから、そこを見るんだったら、じゃあ僕は今の財政で

ずっと何年もやっててですね、厳しいようやけど、こんな乖離が出るというの

はやっぱりおかしい。わからんかったということじゃないと思うんですよ。だ

から、結果出てからだから、「いや、初めから少な目に組んでます」っていうん

だったらいいんです。いろんなことがあってね。ひょっとしたらそういうのが

あるけども、後からそういうのがあってって、全部こういうことはまた事前に

わかることなんで、その点はちょっとね、今後に生かしていただきたいという

ふうに、もちろん昨年よりは減ってます。２８年度が一番多かった。ただ、特

交を見なかったらね、普通交付税だけだったら２７年度が一番多かったわけで

すから、２７年度が２５億超えてましたから、特別交付税も入れればね。今回、

今、特別交付税は来年の３月までわかりませんけども、予算並みとしたら２４

億ですから。でも、普通交付税だけ見れば２７年よりも多いんですよ。ここ１

０年では一番多いはずです。だから、その辺の分析はね、今、課長おっしゃっ

てたけど、もうちょっときちっとして、やっぱり次に生かしていただきたいと

いうことはお願いしておきます。  

 それから、もう２点ほど聞きますけど、特例交付金、減税補塡でということ

なんですが、具体的に、金額は知れてます、１６５万７，０００円ですから。

これ、もうちょっと詳しく説明していただきたいのと、それからコミバスの交

付金１，７００万。採択されなかった理由って、この間、聞きましたかね。こ

の問題は何回も出てますけど、その理由がはっきりしてるんだったら説明して

ください。  

○議  長  

 政策推進課長。  

○政策推進課長  

 まず、１点目の減収等補塡特例交付金でございます。  

 この部分につきましては、今、山口議員おっしゃられたように、住宅ローン

控除分に伴います住民税の補塡分ということでございます。今回、２８年度、

補正をさせていただきまして、額確定というところでございますが、過去の経

年的な決算額等見まして、大体これぐらいの金額になっておるというのが現状

でございます。今年度補正入れまして１，１６０万ほど。昨年度、２８年度決

算におきましても、約１，０３０万、これぐらいの額で全体的に推移をしてお
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るということですので、特に対象者の方の増嵩であるとか動向というのは、ほ

ぼ横ばいなのかなというふうな分析をしております。  

 何分、これも交付金でございますので、数字が確定するまでなかなかうちの

方も詳細な内容について把握できてないというのが現状でございますが、状況

といたしましてはそういうふうな経過並びに経緯というふうになってございま

す。  

 次に、２点目のコミバスの不採択の理由でございます。  

 これにつきましては、今年度、２９年度の地方創生の交付金ということで、

３月に補助申請したわけでございます。なかなかこれも非常に厳しいというふ

うなことでございまして、何がまず採択できなかったのかという個々具体の理

由でございますが、まず基本的に、公共交通事業というものでございます。国、

内閣府の考え方といたしましては、地域の公共交通事業というのは確かにいろ

いろ、過疎化であるとか高齢化であるとかという部分での地域の公共交通の必

要性というのは一定理解はしておるが、それが地方創生の事業として該当する

かと言えばそうではないと。基本的にはそれは、それぞれの市町村独自で行う

事業であり、仮に赤字が出た場合については、これはあくまで国の方の考え方

ですけれども、赤字分については、特別交付税等の特殊事情みたいなところで

の措置もしておるということでございますので、基本的には、公共交通事業そ

のものについては地方創生事業にはなじまないというか、採択ができないとい

うふうな国の基本的な考え方によりまして、今回、コミバスが不採択になった

というのが一番大きな理由でございます。  

○議  長  

 山口君。  

○７  番  

 去年まで認められてた。いろいろ、地方創生だけでなく、何年か前からです

から。それはある程度わかってたんでしょう。予算のときもどうなるかわから

んという話は答弁であったかというふうに思ってますんで。  

 それからね、これはちょっと人件費全般について、前も言ったかもわかんな

いですけど、細かく目ごとに計上されてるんですけど、予算書のやり方でどう

かというふうに思うんですが、各会計、１本で載せられないのかという気がす

るんですね。毎回、毎回、金額変わってくるわけでしょう。特に、もともと予

算組んでるときの後に４月の異動があってですね、６月にも一定あって９月、

１２月もちょっと出たりというようなことで、今回もほとんどそれでしょう、

これ。そこはできないのかどうかというのはちょっと検討していただきたいと

いうことはひとつお願いしておきます。  
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 それから、さっき出てたおせっかい隊イベント。これ、予算的に見ると、交

付金４５０万円採択されたと。このイベントに計上されてるのは２６５万６，

０００円で、残りは子育て支援センターの管理費の財源変更に充てられてるん

ですけれどもね、この４５０万円の使い道というのは、２分の１補助ですから、

町は一般財源４５０万円以上入れて、全体で９００万円の事業ということに、

両方でですよ、なるんですけども、この辺、この子育て支援センターの管理費

のどこにこれが入るんですか。どういうふうに認められたのか。いただいてい

る資料ではわからないので、その辺の説明をしていただけますか。  

○議  長  

 福祉課長。  

○福祉課長  

 子育て支援センター分のですね、どの科目に当たっているかということなん

ですが、まず賃金が５９３万３，０００円、それから労働保険、社会保険で４

８万９，０００円、これで６４２万２，０００円。それの２分の１の補助で国

庫支出金のところに３２１万１，０００円と、このようになっております。  

○議  長  

 山口君。  

○７  番  

 聞きたいのは、それに充てんのはええねけど、要するに、国庫補助金の総務

費国庫補助金、地方創生推進交付金ということでしょう。地方創生推進交付金

ということで４５０万円採択されたんでしょう。ただ、採択されるに当たって

は、何に使ってもええから４５０万円上げましたじゃなくって、こういう事業

しますから４５０万円、補助金出しますということなんじゃないんですか。そ

ういうことでしょう。だから、その一つとして、おせっかい隊結成イベント経

費って、こっちの方に書いてあるわけやんか。残りは、だから、子育て支援セ

ンターの方で使うんやけど、じゃあ子育て支援センターの事業って一体何なの

って聞いてるねん。人件費って事業か。一般財源減らしてんねんから、そこへ

充当してもええということなの。その辺の説明してほしいだけやねん。今みた

いなのはわかってんねん、見たら。予算書見たらわかんねん、こっちで使って

るっていうのは。意味わかってくれたかな。もうちょっと言うとね、４５０万

円もらうのに、どういう手続をしてどういう事業をするって国に出したんです

かという話やわ、簡単に言えば。  

○議  長  

 政策推進課長。  

○政策推進課長  
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 山口議員の御質問でございます。  

 子育て支援センターの、今回補正ということで、事業科目に充てさせていた

だきました。今回、国の地方創生の採択を受けたときの一つの事業内容でござ

いますが、地域総ぐるみで地域の子どもたちを育てていくというふうな、ちょ

っと表現は悪いですけども、そういうタイトルでやっていくと。その中で、見

守り隊であるとか、地域での、いろいろと大人が子どもとのかかわりを持つと

かいうふうなことを前段にした上で、地域の子どもたちの、例えば就学であっ

たり学習支援というのも当然やっていくと。学校の事業だけではなかなかやり

切れないところもあるので、それを子育て支援センターの中で地域ぐるみでや

っていくというふうな、事業の大きな意味では内容でございます。  

 それを具体的にどういうふうにやっていくかということになりましたら、子

育て支援センターの方で、いわゆる学習支援等の相談員、指導員みたいなもの

を雇用して、その子育て支援センターに集まってこられる子どもさんの生活支

援であったり学習支援をするというふうな中身になってございます。その中身

に、そういうふうな目的で雇用した職員の人件費に充当するというふうなのが

内容でございます。  

○議  長  

 山口君。  

○７  番  

 よくかわりました。よくわかりましたけど、もともと全部当初予算で組んで

たわけやんか。だから、国から採択なかっても、平群町はその事業をするわけ

でしょう。だから、やるのはもう決めてやってたけども、それに合いそうなん

で、それで出したらうまく金が来たと。それは褒めなあかんことですよね。わ

かりました、そういうことですね。  

 それで結構です。  

○議  長  

 森田君。  

○４  番  

 今のコミバスのことですけどね、不採択になったということなんですけども、

これ、料金、一般の住民の方から幾らお金をいただいてるんですか。総事業費

いうのは、それも含めて総事業費だと思うんですけどね。  

 その１点と、私、コミバス、至るところで見ますんですけど、ほとんど空な

んですよ。周りの市町村を見ても、田舎行ってもほとんど空なんですよね。最

低需要基準とかいう目標値が定まってるんですけども、それは国が定めたもの

なのか、平群町独自のものなのか、その２点だけお教えください。  



 

－１６－ 

○議  長  

 総務防災課長。  

○総務防災課長  

 コミュニティバスの推進事業費というところで、一応３，７１９万７，００

０円という予算を組ましていただいておりますが、今回、国庫支出金等が不採

択になりましたんで、全額、一般財源の方に移っているということでございま

す。最低需要基準の基準というのは、それは県が出しております２０％以内と

いう基準がございまして、それに伴うことで、平群町もそれを活用させていた

だいてるということでございます。  

○議  長  

 森田君。  

○４  番  

 ほかの市町村も基準に達してないように私は思われるわけですけども、そう

いうデータがあれば一番ありがたいんですけども。前年の３，７００何万いう

のは、それはもうわかってるんですよ。これは奈良交通、ＮＣバスにお支払い

する金額なんだけども、入ってくる金額は、お金、徴収してるじゃないですか、

乗車料として。それは幾らぐらい踏んでおられるんですか。  

○議  長  

 森田君。  

○４  番  

 今出なかったら後で結構ですので。  

 それと、マイナンバーの件ね、毎年、毎年、補正予算ごとにほぼ出てきてい

るように思うんですけども、いつ全体的なもののシステムが完了するんですか。

これ、当初はですね、システムは補助金がつくんですけど、運用の人件費は補

助金つかないわけですから。いつになったらこれ、きっちりした形で終わるの

かということと、行革のときに１０％カットするということは、そんなことは

来年度じゃなくて今年度からやるべきことだと私は思うんですけども、その２

点だけお答えください。  

○議  長  

 住民生活課参事。  

○住民生活課参事  

 森田議員さんの御質問にお答えします。  

 マイナンバーの構築の最終の今のところの期限は、ことしの平成２９年の１

０月から完全なスタートということにはなっておりますが、今やっております

のは、税と福祉と災害の関係のみでございます。今のところ、その部分に関し
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ましては、平成２９年の１０月となっておりますが、今後また、ほかのいろい

ろなシステム、いろいろな行政に関してですね、広く活用していくという考え

を国は示しておりますので、その最終な時期というものは、まだ明確には出て

おりません。  

 以上でございます。  

○議  長  

 森田君。  

○４  番  

 ありがとうございます。新たな住民に対する利便性を高めるということであ

れば、新しい項目がふえてくると。今のやっている段階のものについては、今

回でこれでフィニッシュだというふうに理解しております。  

 それとですね、教育費の学校の北小学校のタンクの取りかえはわかるんです

けど、これ、ストーブ上がってるじゃないですか。ストーブはこれ、つけてあ

るエアコンはエアコンでしょうか、それとも冷房だけなんですか、北小学校は。

エアコンであれば、暖房がついておれば、ストーブなんか買わずにですね、１

年間であれば、一般的なリースで、あっちこちで災害時でストーブは余ってき

てると思いますので、その辺がどうなってるのかということと、もう一つは、

南小学校もタンク延命されるわけですね。延命されるということは、エアコン

をつけないということで進もうとしてるのか、その辺だけお答えください。  

○議  長  

 教育委員会総務課長。  

○教育委員会総務課長  

 ただいまの御質問にお答えをさせていただきます。  

 北小学校にストーブの備品購入費を掲載させていただいております。このス

トーブにつきましては、北小学校、南小学校ともになんですけれども、暖房の

ボイラーの地下タンクの定期検査の中で数値の異常が感知されましてですね、

消防の方の立入検査がありまして、精密検査をするようにという指示がござい

ました。その中で詳細な調査をさせていただきましたところ、通気管の破損に

よります原因の異常数値だということが判明いたしました。その改善費用とし

ては１３０万円という試算をしておるわけでございますが、北小学校につきま

しては、次年度ですね、エアコンを設置という方向で計画をしているところで

ございます。ですので、本来は今年度、１１月から使用しますボイラーにつき

ましては普通に使えるという認識を持っておったわけなんですけれども、その

地下タンクの通気管の破損を改修する工事をしなければボイラーが使えなくな

るということの消防の指示がございましたので、今回、１９台ストーブを購入
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して、今年度の冬季を乗り切るという形でございます。  

 なぜ購入するのかと言いますとですね、リースと購入の金額を比較いたしま

すと、リースでありますと、１１月から３月まで使用する間で約１００万近い

お金が必要になってきます。購入ということになりましたら、今、ここに上げ

させていただいていますように、１２３万５，０００円という金額の見積もり

が出ておりまして、さらにこちらから入札をすることによって値段の単価も下

がっていくということで購入をさせていただく。  

 さらにはですね、今現在、ことし、北小学校で使用した後なんですけれども、

中学校も今、石油ストーブの方で対応しておるところなんですけれども、中学

校の石油ストーブが老朽化をしておる。全てではないんですけれども、そのス

トーブを入れかえをして更新をしていくという方向での一つの考え方。そして

また、あわせて、災害発生避難場所となっております各小中学校の体育館等々

に備品として避難所へ配備をして活用したいと考えております。  

 そして、南小はエアコンをつけないのかという御質問でございますけれども、

今回、北小学校がこのタイミングでですね、タンクの４０年の耐用年数、今年

度で４０年の耐用年数を迎えることで、いろいろ検討して、次年度、エアコン

という方針で考えさせていただいておりますけれども、南小学校につきまして

はですね、今回の補正予算で地下タンクの通気管の取りかえ工事を実施させて

いただきますと、４０年の耐用年数を迎えます平成３４年度までは使用できる

ということにもなります。そういうこともありますけれども、教育委員会とい

たしましても、熱中症対策でありますとか、学習効果の観点からも、その必要

性については十分に認識をしているところでございます。ただ、町の財政状況

が非常に厳しい中、国庫の補助金の採択も大変厳しく、確実な財源確保の見通

しができないために、具体的にどうするかと、何年にどうするか、実施すると

いうふうな実効性ある年次計画を明確にお示しすることが、今現在、困難な状

況でございますので、理解をお願いしたいと思います。  

○議  長  

 森田君。  

○４  番  

 子どもたちにですね、同じ環境で教育を受けさせるというのは、教育長、基

本的なスタンスじゃないかと思うんですね。平群小学校に通っている生徒さん、

北小学校に通っているお子さんは快適な教室で勉学にいそしめる、南小学校は

劣悪なままだと。タンクそのまま置いておったらですね、逆に言えばですね、

延命なんかしなければですね、逆に悪く言えばエアコンを取りつけられる。そ

ういうことですので、教育長もできるだけ最大限の努力してですね。やっぱり



 

－１９－ 

教育というのは一番根幹だと思うんですよね、住民に対するですね。それはぜ

ひとも早急にやっていただくことだけはお願いしておきます。  

○議  長  

 総務防災課長。  

○総務防災課長  

 先ほどの森田議員からの収入についてですけども、２８年度の実績で申しま

すと、これは運賃収入という形になるんですけども、大体２２０万ぐらいにな

ると思います。大体予算的には２００万前後の予算を組んでいる。これは、Ｎ

Ｃバスの方にお金は入りますんで、大体そのぐらいを見込んでおるわけでござ

います。  

 それと、先ほどの最低需要基準のことなんですけど、私、先ほど、県の方と

言いましたが、それは県の方につきましては、収支率が２０％以上というふう

に、県の公共交通基本計画の中ではうたわれております。先ほど森田議員さん

が言われました最低需要基準につきましては、これは平群町の公共交通連携計

画の中で検証いたしました数字でございまして、西山間ルートは１万人、南北

循環ルートにつきましては１万８，２００人というふうに、これは町の方で、

連携計画の中で決めさせていただいてる数字でございます。  

○議  長  

 山口君。  

○７  番  

 さっきの北小の話ですけど、今度、北小、今年度補正で、でもほとんど借金

でやるんじゃないですか。来年、本格的に工事も借金でやるんでしょう。それ

には借金でやっといて、南小学校はまだ計画すら立てない。順番にやるんだか

ら、もちろんね、ことし、来年ということはないですけども、来年、北小が終

わるんであれば、来年、南小の設計をしてですよ、再来年に工事をするってい

うのが本来の筋じゃないですか、そんなもん。それを今の課長の答弁やったら、

財政がって、財政が大変はもうずっと１０年前から言ってるやんか。それで、

全体協議会でこの前の話でしょう。１０年前と一緒の話、またやってるんです

よ、町長。  

 ましてや南小学校は、あなたは廃止したいから金つけないんですかって思わ

れますよ。これは教育長じゃなくていいです。町長、答えてください。南小学

校にはエアコン必要ないということですか。あと南だけでしょう、残るのは、

小学校三つあって。中学校ありますから。でもやっぱり、小学生と中学生では

違いますからね、体力が。だから、西小学校を優先するのは、私は当然だと思

うし、北小につけるのは当然のことですし。しかし、南小学校については、今
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の話だったらいつになるかわからんということじゃないですか。南小学校の保

護者、納得しますか、それで。町長、どうなんですか。期限は決めないんです

か。これはもう何年も前から皆さん質問して、努力しますけれども、今のとこ

ろ、年次計画は立てれませんというのは、前の課長からの一貫した答弁じゃな

いですか。でも、そう言いながら、北小学校はもう来年設置されると。そした

ら、南小学校だけ残るんだから、当然それに続いてやるというのが本来、行政

としては当然なのに、今の話やったら、やる気ないですと言ってるのと一緒で

すよ。廃止するから、もうしないということですか。町長、はっきり答えてく

ださい。  

○議  長  

 教育長。  

○教育長  

 今の御質問でございますけれども、教育環境を公平にする、これは本当に至

極当然のことでございます。しかしながら、財政の問題もございますので、国

の状況も見ながら検討していきたいな、このように思っております。  

 以上です。  

○議  長  

 山口君。  

○７  番  

 そんな答弁聞いてないんですよ、教育長。年次計画立てるか立てないかだけ

なんですよ。いいですわ、もうきょうここで何回言ったって同じ答えやったら、

町長にも言っておきますけど、最終日までに南小学校の場合どうするのか。年

次計画立てないと、いつになるかわからんというのやったら、それが今の町の、

町長、教育長の最終的な答弁だって言うんだったらそう言ってください。この

議会中に言ってください。  

○議  長  

 はい、町長。  

○町  長  

 どのお子さんにも同じ教育環境で教育を受けていただくということは大変重

要なことだということは当然のことでございます。南小学校につきましてはで

すね、平成２０何年かの小学校再編アクションプランというものがございます。

それとの兼ね合いもございますので、そこら辺を十分検討の上ですね、現状の

南小学校の保護者の皆様の考え方も十分勘案しながらですね、空調設備につき

ましては検討してまいりたいと、このように思います。  

○議  長  
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 山口君。  

○７  番  

 よくわかりました。  

 まだアクションプランは生きてて、南小学校については、今後も廃止の検討

を町としては持ってるということですね。今の答弁はそういうことです。そう

いうことでよろしいですね。はい。  

○議  長  

 馬本君。  

○１２番  

 今回、この北小のエアコンにつきましてはね、私、一般質問させていただい

たというのは、皆さんよく御存じやねけど、例えば平群小学校に大規模改修に

いろいろしますよということで、ボイラーそのまま改修しましょう。そのまま

にしてボイラーを新しく設置しましょうという話になったので、それはもうエ

アコンの時代やねんからということを大きく議会で訴え、一般質問もしながら、

そこでやっと大規模改修の中で平群小学校にエアコンが設置されたわけでござ

います。  

 そこで、今後の学校のエアコンの計画はどうやねんと、たしかその当時の教

育課長さんでございましたが、その次は中学校行きます、その次は北小です、

その次は南小ですと、課長の御答弁はいただきました。会議録を見ていただい

ても結構かと思います。そこで、私は、今度エアコンについては、北小云々に

ついては、ちょっと勉強させていただきました。そしたら、ボイラーが云々と

かいう話が耐久年度、例えばガソリンスタンド、このごろ廃止されたというガ

ソリンスタンドがよく目にかかると思います。何でやということでちょっと調

べたら、ボイラー、タンクということで、そのタンクが、要するに耐久年度４

０年になったらタンクをしかえなければならないということで廃止されてるガ

ソリンスタンドがたくさんできましたよということで、北小、いろんな南小も

調べました。南小はあと５年間、要するに残ってますよということでございま

した。北小につきましては、もうことしで終わりということで、いろいろ調べ

た結果、今後、そのボイラータンクを改修し、しかしボイラーも改修しなけれ

ばならない、ましてや配管もしなければならない、暖房器具もしなければなら

ない。これでは、この温暖化の中で、子どもたちが勉強するのには好ましくな

い、平群小学校はこうやということになっておりましたんで、一般質問させて

いただきました。そこで、今度、この補正予算をつけていただいたことについ

ては、私は大きく感謝をしております。  

 そこで、次の時期については、今後いろいろ御検討もされると思いますけど
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も、私は一般質問の中で、平群小学校のときには、その当時の教育課長は、次

は中学校です、その次は北小です、その次は南小ということで、本会議で明言

されたことだけここで御報告させていただきます。  

 そして、今回、町長がこうして予算計上していただいて、北小の子どもたち

が温暖化対策に、冷房の入った中で、エアコンの中で、まして静かな、また冬

の暖房をしながら勉強できるということは、私は非常に感謝をしております。

そういうことです、町長。  

○議  長  

 質疑の途中ですが、１０時５０分まで休憩いたします。  

（ブー）  

休    憩  （午前１０時３３分）  

 

再    開  （午前１０時５０分）  

 

○議  長  

 それでは、休憩前に引き続き再開をいたします。  

（ブー）  

○議  長  

 井戸君。  

○３  番  

 今、ずっと北小学校のクーラーの導入の件について議論されてるんですけど

も、少しちょっと確認をしたいのは、今回、設計業務ですけども、国と実際の

業務が一応計画では３０年度ということなんですけども、工事については来年

なので、概算で結構ですので、今回、設計工事全て入れて、国の補助金を抜い

て、さらに町債、今回借りた分からの交付税算入を抜いた残りですね、要は北

小学校導入に関しての町の実質の負担金額がわかれば教えてください。  

○議  長  

 教育委員会総務課長。  

○教育委員会総務課長  

 ただいまの御質問にお答えをさせていただきます。  

 今回ですね、まず測量設計費でございますが、６５０万計上さしていただい

ております。そのうち、起債充当が７５％で４８０万円、そして一般財源が１

７０万円となっております。ただ、ことしの制度からですね、後年度元利償還

金の５０％を交付税算入されるという措置がスタートしております。そして、

工事の関係でございますが、次年度施工管理費ですけども、今、試算といたし
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まして、３２教室で教育委員会は試算しております。教育委員会だけの試算で

ございますので、正確かどうかはちょっと微妙なところでございますが、概算

でございますが、施工管理の委託料として４００万円、そして整備工事費とし

て４，８００万円、合計５，２００万円の事業費に対しまして、国庫補助が３

分の１で１，３６８万７，０００円、そして起債７５％充当で２，８７０万円、

そして一般財源が９６１万３，０００円でございます。今年度、元利償還金の

３０％を交付税算入措置されるということになっております。  

○議  長  

 井戸君。  

○３  番  

 結局、平群が負担はお幾らになるんでしたか。ごめんなさい、ちょっと聞き

漏らしたのかもしれない。  

○議  長  

 教育委員会総務課長。  

○教育委員会総務課長  

 町単費の一般財源の持ち出しにつきましては、測量設計で１７０万円、そし

て工事費関係で９６１万３，０００円、合計１，１３１万３，０００円でござ

います。  

○議  長  

 井戸君。  

○３  番  

 この件はわかりました。  

 ちょっと子育て支援の、先ほどの、今回出てますおせっかい隊とかのイベン

ト経費で出てるんですけども、ちょっと先ほどの議論聞いてましても、ちょっ

とわかりにくいといいますか、ちょっとぶれてるのではないかという気があっ

たので、ちょっとお聞きしたいんですけれども、本来の目的は何なのかという

ことが、このおせっかい隊結成もそうですし、前の平群で子育てするというイ

ベントをたくさんしました。平群主催の合コンといいますか、やったわけです

けども、もともと私としては、平群の人口政策という形でやってる、要は具体

的にふやすという方向と考えていたんですけども、実際のところ、そこが後の

データを追えない。結局、一体何人がくっついて、何人が住居をこちらに持っ

てこられたのかも、実際、調べようがない状況になってると、今、思うんです

けれども、今、ＰＲはできていますという答弁がありました。ということは、

ＰＲ自身が目的であったのか、本当は人口政策だったのが、実際できなくてＰ

Ｒに変わったのか。今回は、ＰＲが目的なのか、本当の目的はどっちなのかに
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よって、ちょっとやり方も変わってくると思うので、ちょっとそこをお聞かせ

ください。  

○議  長  

 福祉課長。  

○福祉課長  

 ＰＲが目的ではございません。一つの手法としてＰＲも含まれているという

ことでございます。  

 子育て支援策というのは、先ほども言いましたように、近隣に比べて安価な

保育料であったり学童であったり、それから医療費であったりという、そうい

ったこともございますが、平群町でどれだけ子育てしやすいかということを体

制として整えていく。これまでは、婚活イベントで行政主体でやってまいりま

した。それは、結婚をこれまで考えてこられなかった方に結婚について考えて

いただいて、平群町で結婚して、そして子どもを産み育てると、そこまでをね

らいとしてまいりました。  

 今回のこの事業のおせっかい隊についても、平群町で結婚して産み育てる、

これが一つです。それから、今、子育てしている方で、今度、平群町の子ども

未来応援計画というのを立てましたが、どうしたら平群町で子どもを育てやす

いか。そこは、地域住民が子育てにかかわっていくと、それも平群町の大きな

子育ての一環というふうに捉えております。そういったところで、この２点、

一つは結婚に結びつけるような協力を地域住民にしていただく。子どもを育て

ていくという、その面についても行政主導じゃなしに、地域住民を協働しなが

ら取り組んでいくと、この二つの方向性を目指して取り組んでいく事業でござ

います。  

○議  長  

 井戸君。  

○３  番  

 今の説明はよくわかりました。  

 お願いしたいのは、育てやすい環境をつくるという意味では確かにそのとお

りで、結婚について、前回、反省点というのかわからないですけど、まだ総括

できてないということなんですけども、やはり実際、どんだけ効果があったの

かということもあると思うので、次のおせっかい隊、今回、どういうふうな形

のイベントになるかわかりませんけれども、できましたら、その方面のどれぐ

らい効果があったのかが確認できるような形でできるように実施していただき

たいなと思います。これはお願いです。  

 以上です。  
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○議  長  

 はい、馬本君。  

○１２番  

 先ほど、井戸君がエアコンについて、来年度の話もされたわけやけど、そこ

で一つ聞くねけど、今のボイラー設置されてる、その撤去費用はどのぐらい、

一定もう積算されてると思うけども、これは来年度の３０年度の予算になるん

やけど、今、５キロやな、たしかあのタンク、据わってるの、たしか５キロと

思うんやけど、そのタンクを撤去するのか、いやいや、そのまま中へ掃除して

砂入れて、そのまま置いておきますという方法もあるし。学校の中に配管がた

くさん通ってます。それをどのようにするのか。それと、ボイラーの機械ね、

機械はもちろん撤去せないかんし、そこら辺の経費ね。恐らくこれ、町単じゃ

ないかなというふうに思うんやけど、今、町単１，１００万ぐらいということ

で御答弁いただいたんやけど、そこら辺も積算されてると思いますのでね、一

遍ここで、できたら御説明していただけますか。  

○議  長  

 教育委員会総務課長。  

○教育委員会総務課長  

 ただいまの御質問にお答えをさせていただきます。  

 ボイラー関係の撤去費用の関係でございますけれども、費用としては幾ら要

るかという正確な数字が、まだ教育委員会としてはつかんでおらないというの

が現状でございます。ただ、法的にも、配管をむき出しにしたままでも問題は

ないということは確認しておるんですけれども、ただそれが国庫補助の対象に

なってくるのか、また町単独事業になるのかということの動向によってもです

ね、今後ちょっと検証・検討していきたいと考えておりますので、現時点での

御答弁とさせていただきます。  

○議  長  

 ほか、ございませんか。下中君。  

○１１番  

 先ほどの恋まち事業について、再度お伺いしたいと思います。  

 これ私、３月に一般質問さしていただいて、今年度については、イベントと

ともに応援隊は結成していくというのが一番大きいねらいだと思います。もと

もとは、出会いを我々、町が提供するということで、それが過去２年間やって

こられて、今年度については、何とか地域住民で盛り上げていこうということ

で、応援隊の結成ということで、それが一目標で、今回、予算措置ができたと

いうことですねけども、先ほど、各団体にお願いもするとかいう話でございま
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したけれども、その辺で、私はやっぱり最低でも年内ぐらいをめどに結成でき

たらいいなとは思っておりますねけども、その辺の見通しと、それと、出会い

プラス子育てということですねけども、子育て支援宣言がたくさんされており

ます。私もさせていただきましたけれども、その辺の方にも応援隊に参加して

もらうような働きかけも必要かなと思いますねけども、その辺について、どう

お考えですか。  

○議  長  

 福祉課長。  

○福祉課長  

 まず、おせっかい隊の結成でございますが、予算も通りましたら、できるだ

け早い時期に募集をさせていただきたい。募集しても、どれだけ集まるかとい

うのが正直まだ不明確なところがございます。どれだけ集まるかというのがわ

かりません。先ほど言いましたように、各種団体に呼びかけていくということ

でございます。  

 それと、先ほど議員おっしゃいましたように、いろんなところでこれまで、

婚活イベントで御協力いただいた方々、そういった方にも改めて呼びかけて、

このおせっかい隊として参画していただけように十分努力していきたい、この

ように考えております。  

○議  長  

 下中君。  

○１１番  

 きょう募集しますと言ってすぐに来るものでもございませんので、大変難し

いかなと思いますけれどもね、これは当時、総務委員長、副委員長で、吉野町

も視察に参りました。たまたま応援隊の結成日の日でございましたけれども、

大変事務局の方も熱心にされておりました。そのようなことで、やはり、でき

るだけたくさんの方に入っていただくと。といって、余りにも多かったら意見

がばらばらになりますので、その辺の兼ね合いが難しいところですけれどもね、

やはりできるだけ各団体、婦人会であるとか地域の代表であるとか、また先ほ

ども言われた民生委員の方にも相談してね、ある程度の人数を集まっていただ

くという最大限の努力をお願いしたいと思います。  

 それとあわせてね、本来は年内までに何とか集まっていただいて結成式をす

るという運びで、本当はそのときに第１回目の婚活イベントをやっていただき

たいと私は思います。  

 それと、先ほどあった３月ですかな、年度がわりに１回、ことしは予定して

いるというところですけどね、結成と同時に１回やって、そして通常、今、予
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定されている３月の分と、２回ぐらいの、そのぐらいのいろんな計画も持って

いただいて進んでいただきたいと思いますねけども、その辺についてはどうで

ございますか。  

○議  長  

 福祉課長。  

○福祉課長  

 今おっしゃっていただいたように、一定、結成式ですね、やはりこれは必要

かなと思います。その上で、そういった方々に、実際、そしたらどうやってい

くかということも、いろいろ行政を交えて勉強もしていかなあかんと思います。

３月にですね、また３月末にそのイベントも考えておりますので、そういった

方々も参加していただいて、ひとつ盛り上げていきたいと、このように考えて

おります。  

○議  長  

 下中君。  

○１１番  

 ということは、一番先に取り組むのはやはり応援隊を結成する、募集すると

いうことで、これはできるだけ早い時期にやっていただくと。結成式を楽しみ

に待っておりますので、今以上に頑張っていただきたいとお願いをしておきま

す。はい、結構です。  

○議  長  

 ほか、ございませんか。髙幣君。  

○９  番  

 今のお話、ずっと応援隊、あるいはおせっかい隊と、こういうことでござい

ますが、これ今、たまたま私、持っているんですけども、子育て支援ナンバー

ワン宣言と、これはどの程度外部に流れていってるのか、このＰＲがですね、

その辺、どうでしょうか。例えば、町内の方々、それから町外の方々、じゃあ

どういうふうにそれをＰＲしていくのか、このあたり、ちょっとお教え願いた

いんですか。  

○議  長  

 福祉課長。  

○福祉課長  

 これまでも子育て関係の情報誌、奈良県全域入ってると思うんですけど、『ぱ

ーぷる』とか、そういった情報誌もございます。そういったところにも取り上

げていただきまして、平群町の子育て支援策というのもＰＲしてまいりました。

それから、町のホームページ、これでも大きく取り上げているところでござい
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ます。  

 その他、今回ですね、いろんなイベントも打っていくわけですが、そういっ

たところも、報道機関にも周知してですね、平群町のよさを取り上げていただ

くと、このようにも計画しております。機会あるごとに方々に周知をしていき

たいと、このように考えております。  

○議  長  

 髙幣君。  

○９  番  

 いずれにしろ、ＰＲというのがですね、これ一番大事なことだと思うんです。

いろんなことについて、新聞とは言いませんけれども、形の上で、ホームペー

ジもそうですし、いろんなところで子育て支援ナンバーワン宣言、あるいは子

育て支援の町だということをもっともっとＰＲをお願いをしたいと、かように

思っておりますので、よろしくお願いいたします。  

○議  長  

 窪君。  

○１０番  

 先ほど、他の議員の質疑で、学校再編のアクションプランはまだ生きている

のかというようなニュアンスで受けとめたんですが、現在ですね、南小周辺、

大変若い方々が引っ越してこられまして、定住化が進んでいるように見られま

す。少子化はまだまだ厳しい現状ですけれども、地域の現状、再編のアクショ

ンプランをつくられたときと大分変化をしてきているのではないかと思いま

す。  

 そこで、再度御確認ですが、このアクションプランは今も生きて、今後もず

っと生きていくのか、再度、町の御見解をお尋ねしたいと思います。  

○議  長  

 はい、町長。  

○町  長  

 その辺も含めましてですね、議員おっしゃるように、今後の平群町全体の子

どもたちの人口の推移、あるいはまた南小学校区域の子どもたちの人口の今後

の見通しなども含めましてですね、そのことも、まず町として資料を持った上

で、今後、南小学校の保護者、あるいは地域の皆さんと一定の話し合いを持た

なければならないなというふうに思っておりますので、具体的には教育委員会

を中心に、そういった作業を今後やっていきたいなと思っております。  

 したがいまして、一旦つくったアクションプランが未来永劫生きているのか

どうかということにつきましても検証も行っていかなければならないと考えて
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おりますので、今後、総合的に検討してまいりたいと思っております。  

○議  長  

 窪君。  

○１０番  

 よろしくお願いしたいと思います。  

 ここ５年ぐらいですかね、大分たちますので、このアクションプランが生き

ているということだけが紙面を通じて流れましたら、南部の地域の保護者の皆

さん、大変不安になられますので、しっかりと御検討いただいて、今の現状を

しっかり把握した地域の学校の環境づくりに努めていただきたいことをお願い

しておきます。  

○議  長  

 山口君。  

○７  番  

 町長は否定されなかったですよね、アクションプランについては。今、窪議

員の方から生きてるんですかという質問には答えてない。だから、生きてるん

でしょう。さっきの私の質問に対する答弁はそういうことじゃないですか。検

証するって、子どもの人数なんてもうわかってるでしょう、６年先まで、ゼロ

歳の子が何ぼって、さっき森田議員からもありましたけども、９０何人しか生

まれてない。それを是とするのかどうかなんですよ。子どもをふやしていく、

働き手、若い人たちを呼び込む、そういう施策をしてふやしていくということ

で考えないといかんのに、今の話やったら、人口どんどん減るから、学校は二

つでいいんだってはっきりおっしゃってるのと一緒なんですよ。それを窪議員

が聞いたらそういう答弁する。私のときには、その後、立たれなかったけれど

も、うなずいてたじゃないですか。そういうことですね。それをちゃんとしな

いと、要するに、南小学校のエアコンについては、そこが決まらないと何も決

まらないというんだったら、すぐ決めてくださいよ。要るのか要らないのか、

先々の人口って、ある程度、整理つくじゃないですか。  

 それは、もちろん平群町がさまざまな、さっきから出てる子育てや少子化対

策の施策をとった上でどうするかということも含めて検討するべきでしょう。

それやったら、今から検討するんじゃなくて、すぐ検討できるじゃないですか。

だから、さっき言ったように、２１日まで議会あるんですから、それまでにち

ゃんと検証して、２１日までに町としての考えを発表してください。それを住

民が受け入れるかどうかはまた別問題、議会が受け入れるかどうかはまた別問

題ですよ。だから、それは町長の方針は出してくださいよ、ちゃんと。今みた

いな中途半端な答弁でどうするんですか。検証すると、いつまでに検証して、
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その検証に基づいて、いや、南小学校はすぐ廃止ということにはならないから

エアコンの設置は進めるというになるのか、そこははっきりしてもらわないと、

住民、どうなるかわからんけど、とりあえず今、検証してますねんってずっと

検証されてですよ、検証している間はクーラーは一切つけられない、そんな中

途半端なことじゃだめなんじゃないですか。その点、どうなんですか。答えら

れないんですか。  

○議  長  

 教育長。  

○教育長  

 ただいまの御質問でございますけども、アクションプランの検証ということ

ですけども、今現在はアクションプランは凍結をしていると、そういうふうに

私たちは認識をしております。凍結ですので、いつかは解凍もするやろうとい

うことでございます。  

 先ほど答弁いたしましたけども、出生数の変化、あるいは子どもの人口の推

移、それから開発、その当時と比べますと、随分変化もしてきているのではな

いかなというふうに思っています。ですから、そういう歩みもありまして、も

う一度やっぱり検証をしていくということが必要かなと思います。  

 この検証にかかわる時間でございますけれども、そんなに長くかけるという

ことは、これはちょっといかがなものかなと思いますので、この議会中という

のはちょっと無理かなと思うんですけれども、来年、北小学校のエアコンが入

ります。なるだけ早い時点で検証をしていきたいなと、教育委員会としてはそ

ういうふうに思っております。  

○議  長  

 山口君。  

○７  番  

 そもそも論をもう一回聞きます。  

 凍結してたと、それはいいですわ。そしたら、この検証は今から始めるんで

すか。もう何年も前から検証されてるんですか。要するに、もうはっきりして

るわけでしょう。ことしの当初予算のときに北小学校のエアコン設置の設計予

算をつけるという段階でですね、あと残るのは南だけやというのはわかってた

わけです。じゃあアクションプラン以前にあったと、もう大分前じゃないです

か、そんなもん。五、六年前ですか、それを凍結してると。町は凍結してたら

それでいいですよ。じゃあそれは、南小学校にエアコンつけたら無駄になると、

要するに廃止するんだったら無駄になる、それはわかります。じゃあその検証

というのはいつからしたんですか。それだけ教育長、答えてください。  
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○議  長  

 教育長。  

○教育長  

 これからやっていこうかなと思ってます。  

○議  長  

 山口君。  

○７  番  

 きょうの議論を受けてからの話ですか、これは。南小学校のエアコンは、先

ほど馬本議員もおっしゃったように、多くの議員が、南も含めて、新しく平群

小学校ができて、全教室にエアコンついたときに、北小学校も南小学校も同じ

教育環境でということで、年次計画立ててやってくださいよと、植田議員もし

ょっちゅう言ってました、何回も。予算、決算、一般質問でもありました。そ

のときの答弁は、さっき馬本議員が紹介したとおりです。でも、それをほごに

するようなことをきょうここで町長はおっしゃってるんですよ。今から検証す

るということでしょう。今から検証する。わかりました、これ以上議論しても

一緒。だから、これから検証して、じゃあいつ結論出すんですか。  

○議  長  

 教育長。  

○教育長  

 検証ということが問題になっているんですけども、旧平群西小学校と旧平群

東小学校の統合に際しましては、平成２４年、２５年と分けて２年間、いろい

ろ検討したわけでございますけれども、このときも行政主導といいますか、保

護者の方々からの要望が非常に強かったということで、私たちの当時の事務局

としては、保護者に背中を押されながらスピードを早めていったというふうな

経緯がございます。私たちも、行政主導で何が何でも統合というようなことは

全く考えておりません。ですから、保護者の方々の生の声を聞きながらいろん

な施策をやっていく、これが原点かなと思いますので、時間が必要やというこ

とでございますので、御理解をお願いしたいと思います。  

○議  長  

 山口君。  

○７  番  

 こんなことで議論をずっとやるのも変な話ですけど、西は親が背中を押した。

もちろん、賛成の方もいらっしゃいました。でも、当初はそうじゃなかったん

です。教育長ね、そのときは教育長、まだ現役の校長先生やったかどうか知り

ませんが、その辺はもう一回検証してください。南小学校は、圧倒的多数の親
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が反対だと。だからできなかった。今になってまた検証するって、もう一回、

じゃあ親にアンケートとって、もう南小学校はつぶしてもいいですかって、町

長聞くんですか。議会でも否決されたでしょう。否決されたというか、あのと

きは議案じゃなくって、保護者から出された請願を、要するに南小学校存続の

請願を可決したわけですよ。それから議員も入れかわってますから、それは今

後どうなるかわかりませんけども、その辺、だから、いつまでかおっしゃらな

かったけども、きょうはこれでいいですけど、これはどっかで、急遽一般質問

に取り上げなあかんなと、まだ時間あるから、入れさせていただきますわ。も

う一回じゃあ一般質問、来週１週間後ですから、そこで議論しましょうよ。項

目、簡単に書きますから、ちょっと今、きょうもう既に出してるんですけどね、

１項目入れて。これはもう、南小学校の親にとっては大問題ですからね。こん

な話、きょう出てくるとは全く思わなかったですから、びっくり仰天ですよ。  

 まあまあいいです。そういうことですので、昼休みに一般質問、追加さして

いただきます。  

○議  長  

 ほかにございませんか。馬本君。  

○１２番  

 いろいろ小学校再編成について議論されてるけども、私の孫もその当時、西

小学校、私も母校が西小学校でございまして、私も非常に母校がなくなる、卒

業したところの学び舎がなくなるということで非常にありましたけども、その

当時は常に行政側から御提案いただいたのは、今、何人生徒がおいでになるん

やと、将来どうなるんやということをいろいろ提案していただいて、うちの家

の方のところもアンケート来ました、ＰＴＡからね。そのＰＴＡからアンケー

ト来て、統合、平群小学校、東小学校やね、その当時ね、行きますか、どうし

ますかということで、うちの娘も回答書いたわけやけど、そのときに圧倒的に

編入ということで、将来の見通しで何年後には７０人になるとか１００人切り

ますよというデータを出していただいた記憶があります。  

 ということはね、この問題についてはね、早急にその辺について、今、凍結

してるから解凍せえという問題は、なかなかすぐに解凍は私、教育長の立場上

でけへんと思いますわ。そやから、まずＰＴＡの方とか、一定の将来の人口、

子どもの見通しね、生徒、何人ぐらいいくんやろうという見通しも出るという

ことやから、ちょっと時間をかけながら、かけながらですよ、私はＰＴＡの方々

と保護者といろいろ話された方がいいと思います。  

 そのときに、ちょうど今から思ったら６年、選挙前でしたわ。私ね、６期目

の選挙前。そのときに私もアンケート来ました、ＰＴＡの反対されてる方か何
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かそれで。覚えてますよ。議会でどうなったか。たしか、１票差で編入は、町

長が言うたアクションプランは否決になったというふうに記憶してますよ。１

票、代表の議会議員さんの１票差で。今、そこを教育長、ようＰＴＡの方と保

護者とお話しされてね、いろんなええ道を探ってください、ひとつ。時間かけ

てよろしくお願いしたいと思います。  

○議  長  

 ほか、ございませんか。  

 

「なし」の声あり  

 

○議  長  

 ないようでしたら、本案に対する質疑を終結いたします。  

 これより討論に入ります。ございませんか。  

 

「なし」の声あり  

 

○議  長  

 ないようでしたら、本案に対する討論を終結いたします。  

 これより議案第２８号について採決を行います。  

 本案は原案のとおり可決したいと思いますが、異議ございませんか。  

 

「異議なし」の声あり  

 

○議  長  

 異議なしと認めます。よって、議案第２８号  平成２９年度平群町一般会計

補正予算（第２号）については原案のとおり可決されました。  

 続きまして  

 日程第５  議案第２９号  平成２９年度平群町国民健康保険特別会計補正予

算（第２号）について  

を議題といたします。  

 議案の朗読を省略し、提案者の提案理由の説明を求めます。健康保険課長。  

○健康保険課長  

 議案第２９号  提案理由説明  

○議  長  

 これより本案に対する質疑に入ります。山口君。  
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○７  番  

 まず、前期高齢者交付金が１億１，６００万ふえたと。これで１０億超える

わけやね。確定値として１０億超えたのは初めてです。もともと始まった２０

年度に４億９，９９９万円やった前期高齢者交付金がずっとふえていって、た

だここ３年ほどは８億円台で大体推移してた。本来、もっと伸びると思ってた

のが伸びなかったことが２６年、２７年の大きな赤字につながった。もちろん、

住民の収入が減って、国保税収入が落ちたというのも、もちろん引き下げもあ

りますけれども、ということやと思うんですが、今回、突然１億１，６００万

ふえた要因というのは何か。前期高齢者交付金については２年前の精算金も入

ってきますから、その金額が相当多かったのか、その点も含めて、前期高齢者

交付金の増加の要因の説明をしていただけますか。  

○議  長  

 健康保険課長。  

○健康保険課長  

 ただいまの質問でございます。  

 当初ですね、予算を組ませていただいたときですね、前々年度の精算分を推

測いたしましてですね、それから２９年度当初の交付額を見積もるという形で

ございます。２９年度の概算見込みをつくったときですね、前年度の概算額、

前々年度の概算額９億１，０００万円でございました。それで、ことしにつき

ましてもあんまり伸びがないと見込みまして、概算では９億１，３００万を見

ております。それで、前々年度の２７年度の交付確定見込みですけども、概算

見込み、過去の確定見込みを勘案しまして、約２％程度の落ちと見ておりまし

て、９億１，０００万から２％分、１，８００万程度を前々年度清算分と見ま

してですね、８億９，５００万ということで予算化をさせていただきました。  

 今年度の補正につきましては、前々年度の給付実績が１２億３，４００万と、

かなり当初の見込みより多くなったということでございます。それで、当然、

概算の場合はですね、いろんな国からの諸率によってですね、前々年度の確定

額から国の予想伸び率を掛けて積算するものでございますので、その前々年度

の清算分というのが、今であると２７年です、その確定されるのが直近になら

なわからないということもございましてですね、あくまでも概算、概算で計算

をさせてもらっていくことになります。  

 前々年度の清算分がですね、２７年度の分につきましては、２５年の数字を

もとにして２７年を推測するということになりますので、今、２９年度の数字

は２５年から影響してるというふうになります。ということでですね、概算で

９億１５０万円に対して今年度の分が９億４，０００万になりましたというこ
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とで、利息も含めてことしは３，８００万円の追加交付になったということで、

その分を足しまして１０億１，１００万ということになったということの積算

根拠でございます。  

○議  長  

 山口君。  

○７  番  

 そしたら、さっき言った２６、２７年。２６年は９，５００万、２７年が１

億９，８００万の実質単年度収支の赤字、一応会計上ね。あと、精算金とかあ

るから、それも計算したら、じゃあ今から計算し直せば、こういう過去の数字

で一応決算としては出してるけれども実際はそうじゃなかったと。医療費につ

いてはみんなそうですね。あと、この清算も入れて医療費の額も、要するに８

月にならんと、前の年の全体の医療費というのはわからんわけだから、じゃあ

それも含めて、１回計算し直してもらえるかな。ほんで、実際、その年度どう

だったの。実際、その年度、幾ら国保税が必要だったのというのを検証しても

らいたいけど、来年から制度が変わると。したって無駄かという、いや、僕は

ちょっと無駄ではないと思うんやけど。  

 一つはね、来年制度が変わって、前期高齢者交付金というのは全部県に入る

わけやね。平群町の分、何ぼかわからへん。それを県もそういうのを計算して、

それぞれの市町村の納付額を決めてくるのかどうかもわからへん。これは県議

会で議論されるんかもわからないですけれども、でもその辺は平群町としても

しっかり見といて、県に物言えないじゃなくって、資料も出てくるだろうから、

１回、平群町のこの１０年間、今の制度になって、ちょうどことしで１０年目

ですけども、そういう検証をしてみたらどうかなというふうに、忙しいのに大

変やけど、そういうの好きな人、計算すんの好きな人、１回、いや、資料くれ

たら僕やってもええよ、下請けでやってもいいですけど。やっとくとね、今後、

平群町の要するに、県が、新しい制度になるから、でもそれで全部チャラやと

いうわけにはいかんわけですよ。平群町の加入者に責任持つ立場であればその

ことも必要だと思うんで、ちょっとその辺はまたお願いするかもわかりません

が、ちょっと頭に辰巳課長の方で入れていただくとありがたいというふうに思

って、これはお願いしておきます。  

 それでね、ちょっともうちょっと具体的に聞きますけれども、さっき言った

細かい２０年度からのことは別にしてね、大幅な赤字になった２６年、２７年

度については、２７年度はまだ出るかどうか、２６年度についてはね、実際ど

うやったかというのは、ここだけはちょっとね、１回出してほしいんですよ。

これはちょっとね、今すぐ答弁できへんから出してほしい、これもお願いして
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おきます。  

 それとあと、今回の補正でですね、予算上どうなったか。昨年度の赤字分が、

１億１，４４４万円がですね、歳入欠陥補塡収入、要するに昨年の赤字分をそ

のままことし６月、繰上充用してるから、当然これが未確定財源ということに

なるわけですけれども、今、１億１，４４４万５，０００円あるわけですね。

今回の補正で、さっき説明あったように、前期高齢者交付金が１億１，６００

万、７００万ふえて、一方でそのことで、当然国からの療養給付費が減る、県

の調整交付金、国の調整交付金も減る、それが半分という説明でしたけども、

それを引く。一方で、昨年の医療費の確定した数字でいくと、３，５００万ほ

ど返さなあかんということになるわけですよね。それで余った金が２，１１６

万５，０００円。だから、この分を減らして歳入欠陥のところが、今、１億１，

４４４万円から９，３２８万円に減ったという、こういう補正ですよね。  

 ６月議会で今年度の、まだそんなんどうなるかってのは、医療費はわからん

から。ただ、予算上、医療費が今のままとしてどういう計算になるかというと、

今年度、大幅増税したことで、６月議会では８，０００万の黒字が、その段階

ですよ、絶対そうということで答弁されたんじゃないのはわかってますから、

８，０００万という話が出ました。８，０００万の黒字が今の段階では見込め

る、６月議会ね。今回、この補正で２，０００何百万がさらに財政的にはよく

なったわけですね。  

 それとこの前、６月議会では、返還金、要するに償還金が４，０００万円程

度とおっしゃってた。それよりも５００万ほど少ない。これも加味すると、黒

字になる額は約１億１，０００万ぐらいになるねんね。今の予算、この補正後

のことでですよ。そういう考えで間違いはないですか。  

○議  長  

 健康保険課長。  

○健康保険課長  

 今の御質問にお答えさせてもらいますけども、６月に８，０００万という話

をさせてもらったんですけども、当然あのときは、本当に賦課もしてませんで

したので、詳しい情報がなかった状態で、前期高齢者交付金が１億１，６００

万ふえるというのはわかってましたんで、それは加味さしてもらって、返還金

も４，０００万程度という話はしてたと思うんですけども、それを加味させて

もらって８，０００万円ぐらいという話をしてたと思うんですけども、今回、

その補正に前期高齢者交付金の増と、それから返還金も含まれております。そ

ういう形で、８，０００万のうちに今回も含まれてるという話で御理解願いた

いと思います。  
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○議  長  

 山口君。  

○７  番  

 それやったら、６月議会のときにそういう説明してくれなあかんやんか。あ

のとき、そういう説明しましたか。前期高齢者交付金確定したなんて話、聞い

てなかったよ。その話抜きで８，０００万という話でしたよ。いや、今回、一

般質問も出してるからね、来年のことで。そうなってくると、中身変わってく

るんですよ、全部。６月議会ではたしかその話、前期高齢者交付金が確定した

と。それで、１億６，０００万ふえるなんて話、聞いてませんよ。それも入れ

て８，０００万の黒字っておっしゃってたの。  

 

「そうです」の声あり  

 

○７  番  

 ほんで、返還金はそのときは決まってなかったわけですね。５００万だけふ

えると、８，５００万ぐらいという理解でいいですか。４，０００万返さなあ

かんと思ってたのが３，５００万やったから５００万ふえる、単純に言えばよ。

そういうことでいいんですか。  

○議  長  

 健康保険課長。  

○健康保険課長  

 確かに、返還金が４，０００万と言うてましたので、今、３，５００万にな

りましたので、５００万のずれは生じておるのは確かです。確かに、当時の８，

０００万という数字がですね、ほんまに信憑性もありませんので、あくまでも

その当時の概算ということで御理解願いたいと思います。  

○議  長  

 山口君。  

○７  番  

 だから、その１億１，０００万、前期高齢者交付金がふえるというのがわか

った上で８，０００万と言ってたということでしょう。でも、もう一回言うけ

ど、それはやっぱりそのときに、そのことも言って説明してもらわないと、た

しか、私、全然覚えてませんから、多分それはなかったと思うんですが、その

ことは指摘しておきます。  

 じゃあ今の段階では８，５００万、わかりませんけどね、そういうことにな

ると。決算でもちょっと議論することになりますから、そういうふうに前段が
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変わると、あと非常にやりにくいんやけど、まあまあわかりました。  

○議  長  

 ほか、ございませんか。  

 

「なし」の声あり  

 

○議  長  

 ないようでしたら、本案に対する質疑を終結いたします。  

 これより討論に入ります。  

 

「なし」の声あり  

 

○議  長  

 ないようでしたら、本案に対する討論を終結いたします。  

 これより議案第２９号について採決を行います。  

 本案については原案どおり可決することにいたしたいと思いますが、異議ご

ざいませんか。  

 

「異議なし」の声あり  

 

○議  長  

 異議なしと認めます。よって、本案については原案どおり可決することに決

しました。  

 続きまして  

 日程第６  議案第３０号  平成２９年度平群町水道事業会計補正予算（第１

号）について  

を議題といたします。  

 議案の朗読を省略し、提案者の提案理由の説明を求めます。上下水道課長。  

○上下水道課長  

 議案第３０号  提案理由説明  

○議  長  

 これより本案に対する質疑に入ります。森田君。  

○４  番  

 ４ページの手当ですね、８４万８，０００円、これふえてるんですよね。予

算が１，３３０万ですので、１，４１５万になるんですけども、この手当いう
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のは何の手当なんですか。  

○議  長  

 上下水道課長。  

○上下水道課長  

 今回の人事異動で変わりました手当の部分につきましては、主に住居手当で

ございます。あと、児童手当等ですね、そこら辺で１名分、大分変わっており

ます。  

 以上です。  

○議  長  

 ほか、ございませんか。  

 

「なし」の声あり  

 

○議  長  

 ないようでしたら、本案に対する質疑を終結いたします。  

 これより討論に入ります。  

 

「なし」の声あり  

 

○議  長  

 ないようでしたら、本案に対する討論を終結いたします。  

 これより議案第３０号について採決を行います。  

 本案については原案どおり可決することにいたしたいと思いますが、異議ご

ざいませんか。  

 

「異議なし」の声あり  

 

○議  長  

 異議なしと認めます。よって、本案については原案どおり可決することに決

しました。  

 続きまして  

 日程第７  議案第３１号  平成２９年度平群町下水道事業特別会計補正予算

（第１号）について  

を議題といたします。  

 議案の朗読を省略し、提案者の提案理由の説明を求めます。上下水道課長。  
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○上下水道課長  

 議案第３１号  提案理由説明  

○議  長  

 これより本案に対する質疑に入ります。山口君。  

○７  番  

 今の説明でわからんかったんですけども、資本費平準化債１，５００万減額。

これ、もうちょっと詳しく説明してもらえますか。  

○議  長  

 上下水道課長。  

○上下水道課長  

 資本費平準化債といいますのは、そもそも下水道事業債を借り入れるに当た

りまして、従前、３０年で償還するということになっておりました。償還期限

が４０年に引き延ばしされました。その償還期限の３０年、４０年が変わった

ということで、一つは資本費平準化債というのは、下水道施設、管渠だとか処

理場だとか、そういったものの耐用年数との償還期限との差を埋めていく、後

年度負担を平準化していくと、そのために借り入れる起債なんですが、下水道

事業債そのものの償還期限の変更、それと計算式の中で、管渠だとか処理施設

だとか、それぞれの施設の耐用年数の算定の年数が改定されております。  

 そこら辺の関係で、実際、そのまま改定どおりになりますとですね、かなり

大きな変更になるんですが、来年度まで激変緩和措置ということで、一定、大

きく資本費平準化債の貸付限度額が変わるというのを何年かにわたって、その

大きな変化を緩和するという措置がとられておるんですが、そこの計算式につ

いても変わっております。そこら辺がですね、ちょっと当初予算の時点ではつ

かみ切れておりませんで、資本費平準化債の借入限度額については、当初予算

では当初予算どおり見込んでたわけですが、２９年度直前になりまして、激変

緩和措置の計算の基準だとか、そこら辺が大きく変わったということで、今回

の減額ということになります。  

 以上です。  

○議  長  

 山口君。  

○７  番  

 それならわかります。これ、財源変更でその他財源になってますけど、歳出

の方でね。これについては、要するに平準化債借りるというのは、金利を安く

できるということで、そういう方向にしてるわけですよね。このその他財源と

いうのはどこから持ってくる財源、一般財源じゃないんですよね。それは、町
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の方から持ってくるのか、利息についてもちょっと説明していただけますか。  

○議  長  

 上下水道課長。  

○上下水道課長  

 利息を下げるとかいうことではなくて、結局、下水道事業債の貸し付け期日、

期限を延ばすという意味のものですね。  

 財源については、一般会計からの繰り入れに変えるということです。  

○議  長  

 よろしいですか。  

 ほかにございませんか。  

 

「なし」の声あり  

 

○議  長  

 ないようでしたら、本案に対する質疑を終結いたします。  

 これより討論に入ります。  

 

「なし」の声あり  

 

○議  長  

 ないようでしたら、本案に対する討論を終結いたします。  

 これより議案第３１号について採決を行います。  

 本案については原案どおり可決することにいたしたいと思いますが、異議ご

ざいませんか。  

 

「異議なし」の声あり  

 

○議  長  

 異議なしと認めます。よって、本案については原案どおり可決することに決

しました。  

 続きまして  

 日程第８  議案第３２号  平成２９年度平群町農業集落排水事業特別会計補

正予算（第１号）について  

を議題といたします。  

 議案の朗読を省略し、提案者の提案理由の説明を求めます。上下水道課長。  
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○上下水道課長  

 議案第３２号  提案理由説明  

○議  長  

 これより本案に対する質疑に入ります。  

 

「なし」の声あり  

 

○議  長  

 ないようでしたら、本案に対する質疑を終結いたします。  

 これより討論に入ります。  

 

「なし」の声あり  

 

○議  長  

 ないようでしたら、本案に対する討論を終結いたします。  

 これより議案第３２号について採決を行います。  

 本案については原案どおり可決することにいたしたいと思いますが、異議ご

ざいませんか。  

 

「異議なし」の声あり  

 

○議  長  

 異議なしと認めます。よって、本案については原案どおり可決することに決

しました。  

 午後１時３０分まで休憩いたします。  

（ブー）  

休    憩  （午前１１時５８分）  

 

再    開  （午後  １時３０分）  

 

○議  長  

 それでは、休憩前に引き続き再開をいたします。  

（ブー）  

○議  長  

 日程第９  議案第３３号  平成２９年度平群町介護保険特別会計補正予算
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（第１号）について  

を議題といたします。  

 議案の朗読を省略し、提案者の提案理由の説明を求めます。福祉課長。  

○福祉課長  

 議案第３３号  提案理由説明  

○議  長  

 これより本案に対する質疑に入ります。山口君。  

○７  番  

 昨年度の繰越金から償還金引いて、残りを基金に積み立てたと。今現在の基

金残高は幾らですか。  

○議  長  

 福祉課長。  

○福祉課長  

 今現在の基金残高でございます。  

 今現在の残高は２億５１１万３，１６７円です。  

○議  長  

 山口君。  

○７  番  

 補正後のやんか。だから事前に。繰越金から償還金引いた金額を基金に積み

立てたんでしょう。だから、それ入れて幾らですかって聞いてんねん。今の金

額にその金額足したらええのはわかってんねんで。それ、計算すんねやったら

もうええわ。  

 ほんで、これ出てるやんか、基金状況。ここで、介護保険給付費準備基金。

今年度、７，８０４万８，０００円積み立てることになってんねんね。そのう

ちの６，０００何ぼを今回積み立ててるわけよ。今回の補正で積み立てたわけ

や。あと残り１，０００何百万かなるわけや。そうですね。これは何かといえ

ば、当初予算で、初めから金余った分は基金に積む予算組んであったわけよね。

そういうことですね、いいですね。それで、もともと単年度収支、今年度、さ

っき、今言ったように、当初予算でも１，３８２万３，０００円余るというこ

とになっとったわけや。それで、既に基金が２億６，０００万超えてんねんで、

２億７，０００万近くになってるわけですよ、今の段階で、この補正後の段階

で。この状況で今年度、第６期の最終年ということもありますんで、まだ９月

ですから、給付費の支払いが今年度まだそんなに、４、５、６ぐらいかな、３

カ月ぐらいしか来てないとは思いますが、しかし、予算立てたときよりは大分

状況もわかってきてると思うんで、今年度のこの補正が終わって、今年度単年
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度の収支については、担当課としてはどのように見てますか。  

○議  長  

 福祉課長。  

○福祉課長  

 ２９年度単年で基金に、収支で差額で剰余金として出てくる額は、予算額で

言えば１，３００万という予算を組んでおりますけども、特養の施設が当初計

画してたよりは若干ずれ込んだということがございますので、それよりは剰余

金としては出てくるだろうと。だから、単年で２，０００万ぐらいかなという

ふうに考えております。  

○議  長  

 山口君。  

○７  番  

 これから、毎月毎月、給付費が出てきて、それを見ながら第７期の計画立て

ていかなあかんわけでしょう。前回の第６期のときも、第５期の最終年に第６

期の計画立てるときに、当初、議論してる１月まで、要するに、５期最終で余

る金額として１億１，８００万って事務局は言ってたわけ。事務局というのは、

福祉課、担当の方がね。実際はどうだったかというと、１億３，５００万ぐら

い余ってたんやね。その前の４期から５期にいくときも同じ。だから、余る金

を少なく見て次の期の計画を立ててるというのがこの間の平群町の策定委員会

やね。だって、策定員にしたらわからへんから、事務局のその数字を信じてや

ったら、結果違うかったということになってるんです、この２回は。私が参加

した２回はそうなってます。  

 この前もちょっと言いましたけど、今期はもっとひどいんですよ、乖離が。

計画と、これはもう決算委員会でしっかり議論しますけど、そこをしっかり見

るためにもね、補正でこういうふうにした場合に、この間の給付費がどうなっ

ていくかっていう、もちろん国の動向や、それから８月から特養が一つふえて

ますから、それの支出なんかの動向も見ないとだめだと思いますけども、ちょ

っとその辺、きちっとやってもらわないと、大体今の時期に２億７，０００万

も金余ってるってのはおかしいんですよ、介護保険の事業からすれば。国保は

足らんでおかしいんやけど、こっちは余り過ぎておかしい。それをね、もうち

ょっとだからね、僕はちょっとずさんやと思ってんねん。計画もずさんやった

し、途中の見方もずさんやったんじゃないかと。今年度は赤字にならなあかん

ねん、本当はね、単年度で言うと。それが黒字……、わからんよ、最後までや

ってみなわからんけども黒字予測で、最終的には３億ぐらいの基金が出るんじ

ゃないかというぐらいになっているということは肝に銘じていただいて、決算



 

－４５－ 

委員会でもうちょっと議論しますけど、その辺、決算委員会できちっとこの間

の分析なども答えられるようにぜひしていただくことをお願いしておきます。  

○議  長  

 ほか、ございませんか。  

 

「なし」の声あり  

 

○議  長  

 ないようでしたら、本案に対する質疑を終結いたします。  

 これより討論に入ります。  

 

「なし」の声あり  

 

○議  長  

 ないようでしたら、本案に対する討論を終結いたします。  

 これより議案第３３号について採決を行います。  

 本案については原案どおり可決することにいたしたいと思いますが、異議ご

ざいませんか。  

 

「異議なし」の声あり  

 

○議  長  

 異議なしと認めます。よって、本案については原案どおり可決することに決

しました。  

 続きまして  

 日程第１０  議案第３４号  平群町体育施設の指定管理者の指定について  

を議題といたします。  

 議案の朗読を省略し、提案者の提案理由の説明を求めます。教育委員会総務

課長。  

○教育委員会総務課長  

 議案第３４号  提案理由説明  

○議  長  

 これより本案に対する質疑に入ります。森田君。  

○４  番  

 これのですね、本年度と来年度以降の委託料がどのように変わってるのか、
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同額なのか。その辺、総額でも結構ですけど、お教えいただきたいと思います。 

○議  長  

 教育委員会総務課長。  

○教育委員会総務課長  

 委託料でございますが、２９年度までは年額５，２９０万円でございました

が、３０年から３３年度までは年額５，０００万円でございます。  

○議  長  

 森田君。  

○４  番  

 この下がった要因はですね、新電力の導入と太陽光発電による電力供給だと

いうふうに理解できるわけですけども、その金額は幾らと踏まえておられるの

ですか。  

○議  長  

 教育委員会総務課長。  

○教育委員会総務課長  

 現在、防災施設として太陽光発電を設置した施設となっております。発電に

よる電気料金の減額ということが見込まれますので、管理料を２９０万円減額

させていただいて、５，２９０万円から５，０００万円の金額設定とさせてい

ただきました。ただ、新電力の方への移行というのは、この施設はまだできて

おりません。  

○議  長  

 森田君。  

○４  番  

 本当ですか。これ、移行できてないんですか。私、以前聞いたときは、何か

移行するというようなことも聞いておったと思うんですけど、それ間違いない

ですね。新電力を導入して、総額で１，５００万ほど下がるような報告を受け

てたんですけども、それがもしくはこの施設に、高圧充電していますから、当

然されてるんじゃないかなと思うんですけども、間違いないですか、それだけ。 

○議  長  

 教育委員会総務課長。  

○教育委員会総務課長  

 この施設につきましては、土曜日、日曜日、祝日の特別割引の特別な契約と

しておりますので、現在のところ、まだ移行はしておりません。  

○議  長  

 森田君。  
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○４  番  

 ということは、供給元は関西電力というふうに理解していいんでしょうね。  

○議  長  

 教育委員会総務課長。  

○教育委員会総務課長  

 はい、関西電力でございます。  

○議  長  

 山口君。  

○７  番  

 これだけじゃなくって、指定管理の説明のときに、この前の議運で総務防災

課長の説明で、公募、プロポーザルか何かだと思うんですが、であったという

のもありました。それであった分についてはですね、そのときの経緯も一緒に

説明していただけますか。このスポーツセンターはたしか公募でしたよね。だ

から、その説明も一緒にしていただければ。今は最初されなかったから、ここ

でやっていただければいいですけれども。  

○議  長  

 教育委員会総務課長。  

○教育委員会総務課長  

 平群町の体育施設につきましてはですね、公募ということで、２者の申請が

ございました。  

○議  長  

 山口君。  

○７  番  

 その細かいどことどこがどうだったというあれじゃないけども、当然それで

審査して、２者あったということは審査したわけだから、どのような審査をし

て、結果として振興センターになったわけでしょう。その辺の説明、前回はた

しかされたというふうに思うんですけどね。その辺どういう、本当なら、どん

な基準でどうしてというのは議案として出ててやね、町は決めてるんやけど、

ただ、議会で議決せなあかんわけでしょう。来年４月からやから、まだまだ時

間はいっぱいあるんだろうけど、ちょっとその辺、どうしてそうなったかとい

うのは、ちょっと普通の人が聞いてわかるように説明してもらえますか。  

○議  長  

 教育委員会総務課長。  

○教育委員会総務課長  

 この総合スポーツセンターにつきましては、現地説明会の参加者数が全者で
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１６者ございました。そして、選考の基準としましては、最終、申請を上げて

いただいたのは２者でございますけれども、施設管理の職員体制や管理業務、

そしてまた、運営上の事業計画やサービス向上への苦情対応という部分で、７

名の委員から成る公の施設、指定管理者選定委員会の中で、７名の審査によっ

て決定されたところでございます。  

○議  長  

 ほか、ございませんか。  

 

「なし」の声あり  

 

○議  長  

 ないようでしたら、本案に対する質疑を終結いたします。  

 これより討論に入ります。  

 

「なし」の声あり  

 

○議  長  

 ないようでしたら、本案に対する討論を終結いたします。  

 これより議案第３４号について採決を行います。  

 本案については原案どおり可決することにいたしたいと思いますが、異議ご

ざいませんか。  

 

「異議なし」の声あり  

 

○議  長  

 異議なしと認めます。よって、本案については原案どおり可決することに決

しました。  

 続きまして  

 日程第１１  議案第３５号  平群町立老人福祉センターの指定管理者の指定

について  

を議題といたします。  

 議案の朗読を省略し、提案者の提案理由の説明を求めます。福祉課長。  

○福祉課長  

 議案第３５号  提案理由説明  

○議  長  
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 これより本案に対する質疑に入ります。森田君。  

○４  番  

 先ほどと同じことなんですけれども、今までの委託料と来年度以降の委託料。

先ほど言いましたように、これも太陽光発電が導入されてたと思うんですけど、

その辺の加味。それと、新電力を導入しておれば、どういうふうに加味された

のか。  

○議  長  

 福祉課長。  

○福祉課長  

 かしのきにつきましては、新電力というんですか、入札によって関電から別

の業者に変わっているということでございます。そのため、電気代が浮いてき

ております。  

 まず、かしのき荘の指定管理料でございますが、今年度と変わりなく、年額

１，８７０万という指定管理料でございます。電気代が安くなってるというこ

とで、上限額を抑えるということもあったんですが、かしのきを維持管理して

いく上で、何で必要になるかわからないということもあります。ただし、減額

になったときは、その減額になった分を町に返還していただくと、このような

契約にもなってございます。ということで、２７年度には原油価格が安くなっ

たということで、重油代等も返還していただいております。２８年度につきま

しては、電気料金が安くなった、それから重油代も引き続き安いということも

ありまして、返還をしていただいていると。上限額は変わりませんが、そうい

ったところで、精算により、町の方へ返還していただいていると、こういうこ

とでございます。  

○議  長  

 井戸君。  

○３  番  

 このかしのき荘についてですけど、ちょっと私も前から気になってたんです

けども、この１，８７０万円という金額の決め方ですね、これは一体どういう

基準といいますか、若干大まかでも結構なんですけれども、ちょっとわかりづ

らいという部分がありまして。  

 例えばですけど、今回、新しい第２次財政計画でも示されましたけども、１

００万円がマイナスになっていたりとか。でも、例えばお風呂、大体１８０万

円の経費がかかってる。廃止しても、どういう計算式になるのかわからないで

すし、また１時間だけじゃなくてもいいですけど、休みをつくるだとか、今後、

そういう形が出てくる可能性があるわけですね、この経費を削減しようと。た
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だ、その基本がですね、どう情報を集めても出てこない。委託先のこの福祉セ

ンター自身もわからないという状況だったので、どういう基準、１，８７０万

の基準、これの決め方ですね。今後、例えばですけど、そういう削ってきたも

のですよね。お風呂を廃止した場合だとか、例えば水曜日を休みにするとか、

いろいろできた場合ですね、１時間減らすとか、そういうものに関しては、一

体どういう形で金額設定に結びつけるのか、ちょっとこの辺、お願いします。  

○議  長  

 福祉課長。  

○福祉課長  

 まず、現在のかしのき荘ですね、これを開館日を減らすとかお風呂をやめる

とか、そういった計画にはなってございません。現状維持。１，８７０万の積

算ですけども、維持管理費ですね、光熱水費であったり、それから保守管理、

それから人件費、これが主なものでございます。  

○議  長  

 井戸君。  

○３  番  

 ちょっとわかりにくいんですけども、ということは、今回の場合は、社会福

祉協議会の方の算出に基づいて平群町が出すわけですか。それとも、例えばで

すが、職員の給与設定ですとか、そういうのも、一体何を基準なのかというの

ももちろんありますし、すごいわかりにくくて、例えばですよ、今すぐに５時

を４時にした場合に幾ら減るかという金額はぽんと出てこないんですよね。な

かなか難しい算定だと思うんですけど、だから、時間で見ているのか、そうい

うことも含めて、ちょっと詳しくというのか、今さっきのはざっくり過ぎてよ

くわからなかったので。  

 そういう件でちょっと知りたいのと、先ほどのように、今、お風呂の廃止は

検討していないということなんですけども、この先、検討せざるを得ないとき

に、やっぱり引っかかってくるのは、どうしてもお金をいかに減らすか。例え

ば、１，８７０万円を１，５００万円にしなければならないといった場合に、

すごい算定がわかりづらいので、その辺がきっちり本当にあるのか、それとも

相手方さんを見て決めてるのか、ちょっとすごい議員の立場ではわかりにくか

ったのでこういう質問をさせてもらったんですけども、もう一度答弁お願いし

ます。  

○議  長  

 福祉課長。  

○福祉課長  
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 １，８７０万というのは、今現在かかっている費用を見て、そのままいわば

スライドしているということでございます。今現在かかっている費用がこれだ

けかかっていると。それは、維持管理費であり、その中に人件費も含まれてい

るということでございます。  

 算出については、町の方で一定、これまでのかかった実績を見て、これだけ

は必要であろうという価格を出して上限設定をしているところでございます。  

○議  長  

 植田君。  

○６  番  

 すみません、ちょっと教えてもらいたい。先ほど出てました、この委託料を

払ってとにかく、重油とか、原価が下がった場合は返してもらってるというこ

となんですが、２７年度はどれぐらいの返還があったのか。２８年度も、重油

とそれから電気の方も、電気料金、新料金でやったということなんで、どれぐ

らい、実際返還があったのか、ちょっとこの２点、答弁願えますか。  

○議  長  

 福祉課長。  

○福祉課長  

 ２７年度の数字はちょっと持ち合わせていないんですが、２８年度で申し上

げますと、電気代が３９万３，０００円でございます。重油代が、ざっとです

けれども、３０万円程度ということでございます。  

○議  長  

 ほか、ございませんか。  

 

「なし」の声あり  

 

○議  長  

 ないようでしたら、本案に対する質疑を終結いたします。  

 これより討論に入ります。  

 

「なし」の声あり  

 

○議  長  

 ないようでしたら、本案に対する討論を終結いたします。  

 これより議案第３５号について採決を行います。  

 本案については原案どおり可決することにいたしたいと思いますが、異議ご
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ざいませんか。  

 

「異議なし」の声あり  

 

○議  長  

 異議なしと認めます。よって、本案については原案どおり可決することに決

しました。  

 続きまして  

 日程第１２  議案第３６号  平群町若井集会所の指定管理者の指定について  

を議題といたします。  

 議案の朗読を省略し、提案者の提案理由の説明を求めます。政策推進課長。  

○政策推進課長  

 議案第３６号  提案理由説明  

○議  長  

 これより本案に対する質疑に入ります。森田君。  

○４  番  

 この施設の委託料、変わってないと思うんですけども。それと、これの途中

解約の条文がございますでしょうか。  

○議  長  

 政策推進課長。  

○政策推進課長  

 森田議員の御質問でございます。  

 １点目でございますが、指定管理料につきましては、この施設につきまして

は、指定管理料、町の方からの予算としては発生してございません。指定管理

者の使用料収入等によりまして管理を行う原資としておるというところでござ

います。  

 解約状況等につきましては、特にこの指定管理の中での文言というのはござ

いませんのですけども、指定管理の指針等、いわゆるこの指定管理者を選考す

るに当たっての町の指針等におきまして、不測の事態ということで、そういっ

た記載等がございますので、それにつきましては、そういう事案が発生した時

点におきまして、双方協議をして対応するということになろうかというふうに

考えております。  

○議  長  

 ほかにございませんか。馬本君。  

○１２番  
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 委託料だけなんやけど、いつも決算書みたいな形で６月に見せてもらうねけ

ど、マイナス出てるわけや。これは行政財産やから、若井の集会所という名称

はあるけども、いろんな方が使えるというふうに、普通の個々の持っておられ

る自治会館とまた違う位置づけにあるんやけど、そのほかのところについては、

今まで３件ほどやったんかな、これについては委託料云々やけど、あと若井の

この赤字出てる分は、みんな若井の自治会費というんかな、それで補塡してる

ような感じやけど、何かおかしい感じすんねけど、そこら辺はどう思っておら

れますか。  

○議  長  

 政策推進課長。  

○政策推進課長  

 ただいまの馬本議員の御質問でございます。  

 確かに、指定管理者の指定管理の状況含めて、申請書等を拝見する中でも、

いわゆるこの集会所自身を維持管理をする費用と、この集会所から発生する使

用料収入等々につきましても、一定御報告はいただいてるところでございます。 

 今、議員おっしゃったように、確かに年度によりまして赤字の決算といいま

すか、不足が生じておるというのも事実でございます。この部分につきまして

は、今までの指定管理者との協議によりまして、今の現指定管理者が負担をい

ただいてるというところでございます。今後、そういうことも含めて、指定管

理者の財政的といいますか、負担等も含めてございますので、その辺は、当該

指定管理者の方とも今後、協議はしていくことであろうかなというふうには、

まず考えております。  

○議  長  

 馬本君。  

○１２番  

 公の施設であってね、若井という名称がついてるだけで、集会所では条例設

置されてるのはここだけやというふうに認識すんねんで、条例。これは、昔、

小集落事業をやって、国の補助金をいただいて建てた、環境改善事業かな、で

行政財産になってんねけど、自治会費で赤字補塡するというのは何かおかしい

と思わへんか。そうやから、そこはちょっとね、大浦課長、指定管理する以上

はね、大きな修理とかあったら行政はやっていただけるもんやと思うけど、運

営管理については赤字ついてね、若井こうこうして指定管理して、また４年間

お願いしますといったって、住民の皆さん、わしら地域の皆さんに負担かかっ

てくるわけ。それが果たして指定管理の施設で、契約、正しいんかな、どうか

なというのが、ちょっとクエスチョンの部分ありますんで、そんな知れた金と
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いうふうに思いますんで、赤字出てる報告書見るとね。一遍、うちの自治会長

おいでになりますので、そこら辺もまだ来年の４月から始まりますので、ひと

つ協議したっていただけないでしょうか。その点、どうですか。  

○議  長  

 政策推進課長。  

○政策推進課長  

 ただいまの馬本議員の御質問でございます。  

 確かに今まで、当該自治会様の方にいろいろと指定管理ということでお世話

かけておるところでございます。その都度、年度ごとに議会の方にも御報告申

し上げておりますが、指定管理の報告ということでさせていただいております。

そこで、決算内容等につきましても、御理解といいますか、御周知いただいて

るところでございますので、今後、引き続きの話、今後４年間の指定管理期間

がございますので、当然、指定管理者の方と一定お話をする中で協議はしてま

いりたいというふうに考えております。  

○議  長  

 ほかにございませんか。  

 

「なし」の声あり  

 

○議  長  

 ないようでしたら、本案に対する質疑を終結いたします。  

 これより討論に入ります。  

 

「なし」の声あり  

 

○議  長  

 ないようでしたら、本案に対する討論を終結いたします。  

 これより議案第３６号について採決を行います。  

 本案については原案どおり可決することにいたしたいと思いますが、異議ご

ざいませんか。  

 

「異議なし」の声あり  

 

○議  長  

 異議なしと認めます。よって、本案については原案どおり可決することに決
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しました。  

 続きまして  

 日程第１３  議案第３７号  平群町農村環境改善センターの指定管理者の指

定について  

を議題といたします。  

 議案の朗読を省略し、提案者の提案理由の説明を求めます。観光産業課長。  

○観光産業課長  

 議案第３７号  提案理由説明  

○議  長  

 これより本案に対する質疑に入ります。森田君。  

○４  番  

 この施設の設置の経緯はわかりませんが、この種のものを地元なりに、もう

移管できないんでしょうか。町として、もっと身軽になる必要が、私、あるか

と思うんですけども、どの団体が受けてくれるかは別としてですね、もう当初

の役割は終わってるんじゃないかと、私、思うんですけども、その辺のところ、

どうでしょうか。  

○議  長  

 観光産業課長。  

○観光産業課長  

 この施設につきましては、昭和の時期から、もう３０年以上たっている施設

なんですけども、ちょっと詳しくは、経緯は今、資料はないんですけども、補

助金等の関係もありますので、今、どっかに移管できるかということについて

は、またお調べしていきたいと思います。  

 以上です。  

○議  長  

 森田君。  

○４  番  

 悪いんですけど、よく過去の経緯も調べてですね、町として私は身軽になる

必要があろうかというふうに思いますので、課長、よく調べていただきたいと

思います。  

○議  長  

 ほか、ございませんか。  

 

「なし」の声あり  
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○議  長  

 ないようでしたら、本案に対する質疑を終結いたします。  

 これより討論に入ります。  

 

「なし」の声あり  

 

○議  長  

 ないようでしたら、本案に対する討論を終結いたします。  

 これより議案第３７号について採決を行います。  

 本案については原案どおり可決することにいたしたいと思いますが、異議ご

ざいませんか。  

 

「異議なし」の声あり  

 

○議  長  

 異議なしと認めます。よって、本案については原案どおり可決することに決

しました。  

 続きまして  

 日程第１４  議案第３８号  平群町活性化センターの指定管理者の指定につ

いて  

を議題といたします。  

 議案の朗読を省略し、提案者の提案理由の説明を求めます。観光産業課長。  

○観光産業課長  

 議案第３８号  提案理由説明  

○議  長  

 これより本案に対する質疑に入ります。森田君。  

○４  番  

 この施設のもので、附帯して駐車場がございますね。駐車場の管理はどのよ

うになってるのかということと、委託料はどのように変わってるのか変わって

ないのか。それと、自然エネルギーなり新電力の取り扱いをどのように委託料

に反映されてるのか、その２点、お答えください。  

○議  長  

 観光産業課長。  

○観光産業課長  

 駐車場の管理なんですけど、それも含めまして指定管理しております。委託
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料につきましては、支払いはございません。施設のふるさと基金の積み立てと

いうことで、売上金の消費税を除いた分の２．２％をいただいておりまして、

その分について、施設の整備等に充てております。  

 新電力につきましては、委託料の方は、支払いの方はございませんので、納

入金につきましては、今まで売上金額の２．２％だったんですけども、来年度

からこの４年間につきましては２．３％で御提案の方をいただいております。  

 以上です。  

○議  長  

 森田君。  

○４  番  

 念のために、選定委員会なるものは、職員以外にどなたか外部の方は入って

おられるんでしょうか。  

○議  長  

 政策推進課長。  

○政策推進課長  

 森田議員の御質問でございます。  

 選定委員会につきましては、町の職員だけではなく外部委員も任命をし、こ

の選定の中に加わっていただいております。  

○議  長  

 森田君。  

○４  番  

 外部の方、お名前、言えないんですかね。個人情報になるんですか。公的な

あれですから言えると思うんですけども。  

○議  長  

 政策推進課長。  

○政策推進課長  

 御質問にお答えいたします。  

 選定委員会の委員の氏名につきましては、うちの指針等におきまして、氏名

公表等については控えるということになってございますが、どういう経歴の方

かということについてはお答えできますので、基本的にこういった施設の指定

管理につきましては、外部委員さんの識見というところで、いわゆるそういう

ふうなマネジメント、法律に強いような方、弁護士か、または、こういうふう

な財務に明るい方ということで、公認会計士の方を登用する例が多うございま

す。今回の指定管理の選考委員になっていただきました外部委員の方につきま

しては、公認会計士の方を選任をいたしたところでございます。  
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○議  長  

 ほか、ございませんか。井戸君。  

○３  番  

 １者ということで、選定と言ってもあれやったと思うんですけども、これ、

１者しかなかった理由というのを、前回、奈良交通もいてたのが、今回できな

かったわけですけど、そういうのを町の方で分析されておられれば、どのよう

な感じかお教えください。  

○議  長  

 政策推進課長。  

○政策推進課長  

 今回、活性化センターの指定管理でございますが、公募ということで手続を

させていただきました。結果といたしまして、現在の指定管理者でございます

公益財団法人地域振興センターしか実際には申請が上がってこなかったという

のが結果でございます。  

 若干プロセスの話をさせていただきましたら、この指定管理の中での現地説

明会等々につきましては、この件、指定管理者以外にも業者の方もお見えにな

ってたというのも事実でございますが、実際には申請に至らなかったというと

ころでございます。当然、なぜ申請に至らなかったかということも含めて、一

応、事務局の方でも確認はしておるところなんですけども、非常に社内的な会

社としての判断ということでございます。  

○議  長  

 ほか、ございませんか。  

 

「なし」の声あり  

 

○議  長  

 ないようでしたら、本案に対する質疑を終結いたします。  

 これより討論に入ります。  

 

「なし」の声あり  

 

○議  長  

 ないようでしたら、本案に対する討論を終結いたします。  

 これより議案第３８号について採決を行います。  

 本案については原案どおり可決することにいたしたいと思いますが、異議ご
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ざいませんか。  

 

「異議なし」の声あり  

 

○議  長  

 異議なしと認めます。よって、本案については原案どおり可決することに決

しました。  

 続きまして  

 日程第１５  議案第３９号  平群町都市公園の指定管理者の指定について  

を議題といたします。  

 議案の朗読を省略し、提案者の提案理由の説明を求めます。都市建設課長。  

○都市建設課長  

 議案第３９号  提案理由説明  

○議  長  

 これより本案に対する質疑に入ります。森田君。  

○４  番  

 中央公園のことです。私は北公園をほとんど利用しませんが、非常に古くて

傷んできてるんですよね。植木も枯れているものもございますしですね。こう

いうのは、どこまでが委託料の方に入ってるのかですね。剪定とか芝の草刈り

は当然委託料に入ってると思うんですけども、年々そのあれがふえてくると思

うんですよね。どう言うんですかね、ベンチにしても腐ってくるものがありま

すし、植木も何かナラ枯れで枯れてるやつもあったように私は記憶しておりま

すしですね。その辺、どの辺の範囲まで委託料に含まれてるのか、わかればお

答えください。  

○議  長  

 都市建設課長。  

○都市建設課長  

 委託料の範囲ですけれども、通常、指定管理については、当然、剪定と草刈

り等を指定管理料の中で実施していく。ただ、修繕等が必要な場合は、リスク

分担というものを取り決めておりまして、３０万円未満のものについては指定

管理者で行う、３０万以上の大きなものについては町の方で行うというような

取り決めで募集しております。また、これはどうかなといった場合については

随時協議さしていただいて対応するというところでございます。  

○議  長  

 ほか、ございませんか。  
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「なし」の声あり  

 

○議  長  

 ないようでしたら、本案に対する質疑を終結いたします。  

 これより討論に入ります。  

 

「なし」の声あり  

 

○議  長  

 ないようでしたら、本案に対する討論を終結いたします。  

 これより議案第３９号について採決を行います。  

 本案については原案どおり可決することにいたしたいと思いますが、異議ご

ざいませんか。  

 

「異議なし」の声あり  

 

○議  長  

 異議なしと認めます。よって、本案については原案どおり可決することに決

しました。  

 ２時４０分まで休憩いたします。  

（ブー）  

休    憩  （午後  ２時２５分）  

 

再    開  （午後  ２時４０分）  

 

○議  長  

 それでは、休憩前に引き続き再開いたします。  

（ブー）  

○議  長  

 日程第１６  認定第  １号  平成２８年度平群町一般会計歳入歳出決算の認

定について  

 日程第１７  認定第  ２号  平成２８年度平群町住宅新築資金等貸付事業特

別会計歳入歳出決算の認定について  

 日程第１８  認定第  ３号  平成２８年度平群町国民健康保険特別会計歳入
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歳出決算の認定について  

 日程第１９  認定第  ４号  平成２８年度平群町下水道事業特別会計歳入歳

出決算の認定について  

 日程第２０  認定第  ５号  平成２８年度平群町農業集落排水事業特別会計

歳入歳出決算の認定について  

 日程第２１  認定第  ６号  平成２８年度平群町学校給食費特別会計歳入歳

出決算の認定について  

 日程第２２  認定第  ７号  平成２８年度平群町介護保険特別会計歳入歳出

決算の認定について  

 日程第２３  認定第  ８号  平成２８年度平群町奨学資金貸付事業特別会計

歳入歳出決算の認定について  

 日程第２４  認定第  ９号  平成２８年度平群町後期高齢者医療特別会計歳

入歳出決算の認定について  

 日程第２５  認定第１０号  平成２８年度平群町水道事業会計決算の認定に

ついて  

以上１０件を、会議規則第３７条の規定により一括議題といたします。  

 議案の朗読を省略し、提案者の提案理由の説明を求めます。認定第１号から

認定第９号までの提案理由の説明を求めます。会計管理者。  

○会計管理者  

 認定第１号  認定第２号  認定第３号  認定第４号  認定第５号  認定第６

号  認定第７号  認定第８号  認定第９号  提案理由説明  

○議  長  

 はい、御苦労さんです。  

 続きまして、認定第１０号の提案理由の説明を求めます。上下水道課長。  

○上下水道課長  

 認定第１０号  提案理由説明  

○議  長  

 続きまして、監査委員から監査結果の意見を求めます。はい、監査委員。  

○監査委員（髙幣幸生）  

 平成２８年度一般会計・特別会計決算審査意見書、議会選出の立場の監査委

員でございます。  

 それでは、一般会計及び特別会計決算審査の結果を御報告申し上げます。  

 平成２８年度の平群町一般会計及び特別会計並びに基金の運用状況につい

て、本年７月２８日から８月２１日まで審査を行い、町長に対して意見として

提出させていただきました。  
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 決算審査意見書については、既に皆さんのお手元に議案と一緒に配付いただ

いておりますので、概要につきまして、簡略に御報告させていただきます。審

査方法については、各決算書及び決算附属書類などが関係法令に準拠して作成

されているか、関係諸帳簿及び証拠書類等と照合、確認などの手続を実施いた

しました。  

 審査の結果ですが、審査に付された各会計の決算は、いずれも諸規定に準じ

て適法に作成され、計数は適正に処理されていることが認められました。なお、

各会計の予算の執行及び事務処理等についての審査は、毎月実施しております

例月出納検査などの結果を参考に調査を行いました。  

 決算審査意見書の１ページから３３ページまでは、決算の概要、一般会計及

び特別会計の歳入歳出状況の年度別・項目別明細並びに基金の運用状況等につ

いて記載しております。  

 次に、３４ページから３５ページには、結びとして、監査委員の意見を述べ

させていただいております。  

 結びとしまして、一般会計における収支状況は、実質収支は黒字となってい

ますが、単年度収支、実質単年度収支は赤字となっています。  

 歳入においては、歳入総額に対する自主財源の比率は３６．７％で、構成比

全体では依然として低い状況にあり、今後も、自主財源の根幹をなす町税はも

とより、各種分担金、負担金、使用料、手数料等の歳入確保は最優先課題であ

ることから、未収金の発生の防止及び徴収体制の強化に一層努力されるよう希

望いたします。  

 一方、歳出については、財政構造の弾力性を示す指標である経常収支比率は

９８．９％となり、財政構造はさらに硬直化しているので、その原因を究明し、

経常経費の抑制に留意しなければなりません。特別会計では、各会計を総括す

ると、住宅新築資金等貸付事業特別会計及び国民健康保険特別会計を除く各会

計は、収支同額もしくは黒字となっています。とりわけ国民健康保険特別会計

は、平成２７年度に続いて２年連続の赤字決算となっております。繰上充用を

して対応している現状です。１人当たりの医療費の抑制対策は喫緊の課題であ

り、医療費が削減されるよう、今後とも取り組まれたいと思います。  

 また、平成３０年度以降の国保広域化に向け、将来にわたって持続可能な国

保財政基盤の確立に努めていただきたいと思います。  

 まとめとしまして、今後さらに進展する少子・高齢化、人口減少社会におい

て、本町の自主財源の根幹である町税に大きな伸びが見込めない中、引き続き、

厳しい財政運営が必要とされていますが、さまざまな観点から常に検証を行い、

限りある財源の中で有効かつ必要な施策に選択・集中的に取り組まれることが
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求められています。そのような中、人口減少と地域経済の縮小の悪循環の連鎖

に歯どめをかけるとともに、それぞれの地域で住みよい環境を確保して、将来

にわたって活力ある社会を維持していくため、平群町人口ビジョンと平群町ま

ち・ひと・しごと創生総合戦略の策定が行われたところであります。  

 平群町では、大きな自主財源の確保は難しいため、費用対効果の向上が重要

であり、財務マネジメントの強化が必要であります。行政コストを明確にして

事業を進めていくという意識改革も求められています。社会保障関係費や公共

施設の老朽化による維持管理経費の増大、（仮称）平群町文化センター・図書館

建設に向けた対応等の財政課題が山積みであります。今後も財源不足は恒常的

に続くと見込まれています。  

 現在取り組まれている事業についても、長期にわたり継続している補助金や

委託業務等の効果検証や契約内容の見直しを行うなど、形骸化することなく、

常にコスト意識を持って適正かつ効果的な予算執行を心がけられたいと思いま

す。  

 また、３６ページ以降について、決算審査の資料をつけさせていただいてお

りますので、御参考にしていただければと思います。  

 以上、監査委員からの決算審査結果の報告とさせていただきます。  

 続きまして、水道事業会計の決算審査、議選監査の立場で報告させていただ

きます。  

 それでは、監査委員の水道事業会計決算審査結果の報告を申し上げます。  

 地方公営企業法第３０条第２項の規定により、水道管理者から審査に付され

ました平成２８年度平群町水道事業会計決算の審査結果につきまして、御報告

させていただきます。  

 審査の意見書につきましては、議案と同時に皆様方に配付をさせていただい

ております。  

 審査の概要は、その中の１ページに書かせていただいておりますように、平

成２９年６月２６日から７月２５日までの期間、審査に当たりました。また、

水道庁舎において、所要の実地審査も行いました。さらに、毎月実施していま

す例月出納検査の検査事項も参考にしながら審査いたしましたことをあわせて

御報告をさせていただきます。  

 審査の結果につきましては、地方公営企業法、水道法、平群町水道事業給水

条例等の規定に基づき、おおむね適正かつ正当に処理されていたことが認めら

れました。  

 なお、１１ページに結びとして記載いたしております。  

 次に、決算審査内容の概要につきまして、簡潔に御報告申し上げます。  
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 平成２８年度の給水人口は１万９，１３７人と、前年度と比較し、１９１人

減少となっております。給水件数は７，８９９件で、前年度と比較し、１０３

件の増加となりました。また、年間総配水量は２１３万２８０立米で、前年度

に比べて４万７，０８５立米の減少、有収水量は１９２万２，３５６立米で、

前年度に比べて２万４，４６６立米の減少となっております。有収率は９０．

２％と、前年度と比較して０．８ポイントの増となっております。  

 給水収益は４億２２１万７，１５６円と、前年度と比較すると２４０万１，

９４６円の減少となりました。さらに、営業外収益や営業外費用、特別損失を

それぞれ計上した結果、１，０５７万１，５８３円の当年度純損失が計上され

ています。前年度繰越利益剰余金２億４，１６３万６，２０７円と合わせて、

２億３，１０６万４，６２４円を翌年度への未処分利益剰余金として処理され

ています。  

 純損失が生じた要因としては、営業費用で県営水道転換に伴い、梨本浄水場

解体工事に伴う測量・設計業務や藤城池取水塔解体工事実施設計業務で１，２

７０万円の営業費用が増加したことが主な要因であると考えられます。さらに、

平成２９年１０月には県営水道１００％受水が開始され、解体費用やさらなる

設備投資等の費用負担が発生することになります。  

 今後の施設の維持管理費用のさらなる削減に努めるような経営改善が強く求

められることを指摘し、決算審査として次の事項を述べさせていただきます。  

 １、収益においては、人口減少や節水型家電製品の普及などにより、水需要

が減少し、水道料金収入が年々減少し、費用においては、良質な水の安定供給

や災害に強い水道を次世代に引き継いでいくためには、水道管の適切な更新や

施設整備に多額の経費が必要となりますから、奈良県営水道１００％受水を行

い、将来の財政負担の軽減を図るなど、施設の効率的な維持管理や的確な事業

運営等の経営改善を行い、これまで以上に経費の節減と効率的な事業運営に努

めていただきたいと思います。  

 ２番目、職員の世代交代は不可避であります。技術の継承や人材の育成は重

要な課題であり、このため、外部研修会への職員派遣や実務継承のための内部

研修を行うなど、水道事業に必要な人材育成に努めていただきたいと思います。 

 ３番目、水道料金の徴収においては、水道料金等滞納整理事務取扱要綱に基

づいて滞納対策が実施されているが、過年度分、現年度分を合わせた未収金は

１，１５５万３，３６２円を計上しています。利用者の負担の公平性の確保や

経営の健全化の観点からも、未収金対策は極めて重要であり、引き続き、新た

な未収の発生の防止と未収金の早期回収に努めていただきたいと思います。  

 最後に、本水道事業は、地方公営企業法に基づく事業であり、公営企業の原



 

－６５－ 

則である公共の福祉増進を図るとともに、常にその経済性が要求されるもので

ありますから、健全経営を図り、安心・安全な水の供給に一層の創意工夫と努

力を重ねられることを念願するものであります。  

 監査委員からの決算審査報告とさせていただきます。  

 以上でございます。ありがとうございました。  

○議  長  

 午後４時５分まで休憩いたします。  

（ブー）  

休    憩  （午後  ３時５０分）  

 

再    開  （午後  ４時０５分）  

 

○議  長  

 それでは、休憩前に引き続き再開をいたします。  

（ブー）  

○議  長  

 これより本案１０件に対する質疑に入ります。  

 まず、認定第１号  平成２８年度平群町一般会計歳入歳出決算の認定につい

ての質疑に入ります。山口君。  

○７  番  

 資料要求だけにしますので。  

 まず、全体的なところで、いつも出していただいてる土地借上料の総額、土

地項目ごとですね。  

 それから、マイナンバー制度実施による電算システム改修の年度別の総額と

その財源。これは三、四年になると思いますけれども。  

 それから、人件費と臨時職員、それぞれの人数と経費総額。これは３年分ぐ

らい出してください。  

 それからですね、プリズム、道の駅、野菊の里、はなさと、ふれあい交流セ

ンター、太陽光パネルの設置、それぞれの経費と財源内訳。  

 それから、去年途中ですから、そのことによる電気代の軽減額。去年の分が

そのまま出るかどうかは別にして、１年で幾らぐらいになるのかというのも出

していただければと思います。  

 それから、町が支出している消費税額、これはきちっとはもちろん出ません

から、昨年出していただいたように、例えば、請負契約これだけしたから、こ

れだけ消費税かかってるとかですね、それを出してください。  
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 これは一般会計だけじゃなくて、あと言うのもあれですので、各会計ごとに

出してくださいね。  

 それから、昨年度までの５年間の人口動態。これは、自然増減と、それから

社会増減両方です。これが、全体についての資料請求。  

 それから、ついでにいいですか。  

○議  長  

 じゃあ、そこで一旦しましょう。  

 今までので。政策推進課長。  

○政策推進課長  

 ただいま山口議員の方から資料請求いただいた部分でございます。  

 ちょっと私ども、政策推進課に関連する部分について御答弁申し上げます。  

 まず、土地の借上料の総額でございますが、これにつきましては、明後日の

委員会の方で御提出をさせていただきます。  

 それと、あと消費税の関係でございます。町が支出をしておる消費税額とい

うことでございますが、毎年ちょっといろいろお問い合わせといいますか、資

料の御請求も賜るところでございますが、ちょっとなかなか各項目ごとという

よりも、非常にざっくりしたものになるかわかりませんねけど、各会計ごとに

集計できる範囲で資料としてお出しをさせていただきたいと考えております。  

 以上です。  

○議  長  

 総務防災課長。  

○総務防災課長  

 総務防災課の関係で、人件費と臨時職員それぞれの人数と経費の総額、この

３年間分ということで、資料を提出させていただきます。  

○議  長  

 住民生活課参事。  

○住民生活課参事  

 マイナンバーの経費の部分ですね。その分を、平成２６年度から始まってお

りますので、過去３年間出さしていただきます。  

 それと、あと人口動態の方も、自然増と社会増の方の部分の資料をおつくり

さしていただきます。  

○議  長  

 住民生活課長。  

○住民生活課長  

 太陽光の関係でございます。住民生活課の方で取りまとめまして、プリズム、
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道の駅、野菊の里、はなさと、ふれあい交流センターの経費財源内訳、電気代

の軽減について、資料を出させていただきます。  

○議  長  

 窪君。  

○１０番  

 １点。  

 ふるさと納税につきまして、平群町への寄附、また他団体への寄附の収支に

ついてと、そして２８年度、平群ローズも追加を返礼品とされたと思うんです

が、返礼品の内訳の件数をお願いしたいと思います。  

○議  長  

 政策推進課長。  

○政策推進課長  

 ただいま窪議員の方から資料の請求を賜りましたふるさと納税の関連でござ

います。  

 ふるさと納税、今年度、２８年度の件数並びに他団体への寄附の関係含めて、

資料としてお出しをさせていただきます。そういう形で、ちょっと税務課とも

調整させていただいた上で資料として提出させていただきます。  

 返礼品につきましても、それぞれ返礼品のカテゴリー、全てございますので、

そこも含めて、どういうふうな返礼品を求められたかということもあわせて取

りまとめさせていただきます。  

○議  長  

 森田君。  

○４  番  

 定住促進奨励金ですね、４２件で２５３万４，０００円って、それはよくわ

かるんですけども、それに減免に対する対象者の町民税総額、わかるんであれ

ば、４２件分の世帯の町民税がわかればですね。それと、人口、どれだけその

人たちで人口がふえているのか、わかればお願いいたします。  

 それとですね、企業誘致の奨励金です。これ、２社、今年度が１社で前年度

が１社だと思うんですけどもね、これの減免、もうことしの分もおわかりにな

ってると思うんです。減免総額と、その２社の従業員と、うち平群町のお勤め

在住者が何名で、悪いんですけども、町にその企業からお金が幾ら入ってるの

か。住民税等がわかればですね。  

 それとですね、１社、前通ったら、何か工場じゃないところにシャッター上

げてたんですけどね、工場じゃないような感じを受けたんですが、これほんま

に法律上、工場に該当するのか。例えば、建築基準法で工場の何に当たるのか、
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わかればお答えいただきたいと思います。  

 それとですね、指定ごみ袋なんですけども、これの年度末新規購入、販売、

町使用、２８年度末の在庫ですね。  

 それと、農林業振興のところでですね、畑を借りて、振興センターかどっか

が野菜をつくって、それを道の駅で売ってるということであるんですけども、

その辺の収支がわかるような、例えば土地を幾らで借りて、どれだけ人件費を

かけて、収入が幾らになるのかわかれば、それだけはお願いしておきます。  

○議  長  

 税務課長。  

○税務課長  

 森田議員からの資料請求ですけども、定住奨励金、対象者の町民税総額とい

うことですけども、対象者ということで把握できてませんので、ちょっとそれ

は差し控えさせていただきたいと思います。  

 もう一つ、企業進出奨励金、これの町民税につきましても、２９年度、１社

のみということで、ちょっとこれについても差し控えさせていただきたいと思

います。  

○議  長  

 ほか、いいですか、先に言いますか。はい、森田議員、どうぞ。  

○４  番  

 それ、おかしいんちゃいますの。やっぱり費用対効果とかですね、検証する

必要があるんじゃないですか。何名人がふえてですね、お金を町がですね、皆

さんのほかの方の税金を使ってるわけですから。人口が何人ふえてですね、町

民税が、それはカウントしてくださいよ。個人情報じゃないですから、総額で

あれば。  

 企業についてもですね、１社、だから１社と言うてないです。２９年度も、

見込みでいいですから、１社ですと個人情報になるので、今年度、もう決まっ

てるでしょう、金額は。  

○議  長  

 税務課長。  

○税務課長  

 定住奨励金の対象者につきましては、把握できるんであれば出させていただ

きたいと思います。  

 それから、企業進出奨励金につきましては、２９年度、１社のみですので、

やはりこれは差し控えさせていただきたいと思います。  

○議  長  
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 いいですか。はい、山口君。  

○７  番  

 僕もこれの資料をお願いしようと思って。  

 この対象者ってどういうこと。そうじゃなくって、既に交付した人の、要す

るに、交付金額はわかるわけだから、当然何人かいてはって、その交付した人

の、今、森田議員が言ってるのは、その人らの住民税が幾らかということでし

ょう。合計とかいうことでしょう。そんなん別に計算したらすぐわかるやんか。

対象者がつかめないって、交付してんねんから、対象者はつかんでるはずでし

ょう。いや、そういうことですよ。だって、定住促進の、固定資産税の還付受

けた人のことを言ってんねんで。人数、その人ら、特定できるじゃない。それ、

足すだけでええわけでしょう。別に、誰に幾らなんていう話じゃないから。す

ぐ出るでしょう、そんなん別に。出せない話じゃないでしょう。  

○議  長  

 はい、税務課長。  

○税務課長  

 対象者ではなしに、申請者という形で……。  

 

「交付金で出してみて」の声あり  

 

○税務課長  

 ということで、出さしていただきます。  

○議  長  

 企業の方は。いいですか、１社なんでという話なんですけど。はい、森田君。 

○４  番  

 だから、私が申し上げた２８年度は１社しかないということはわかってるん

ですよ。だから、それは出すのは個人情報になるので、だから、２９年はもう

決まってるんでしょう、金額も。それで出してくれたらわかるんじゃないです

か。従業員の何名働いてるとかいうのも。何のためにこれを減免してるんです

か、平群町は。平群町を活性化するために、この誘致奨励金を出してるわけで

しょう。これはきっちりつかんでおかないと、従業員幾らで、あの工場に平群

町の在住の方が何人働いてるかというのはつかんでもらわないと困るんじゃな

いですかという、せっかくの制度がきっちり生かされてない可能性があるわけ

でしょう。  

○議  長  

 税務課長。  
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○税務課長  

 すみません、そしたらちょっと調べさせてもらって、できる範囲で提出させ

ていただきます。  

○議  長  

 住民生活課長。  

○住民生活課長  

 指定ごみ袋の関係でございます。  

 昨年と同じような資料を提出させていただきます。  

○議  長  

 観光産業課長。  

○観光産業課長  

 農作物を作付けして道の駅等に販売した分の賃金と借地料等の収支の資料、

提出させていただきます。  

○議  長  

 山口君。  

○７  番  

 歳出の方で、これもいつも聞いてることですけど、この数年行ってきた防犯

灯のＬＥＤ化、ほぼ終わってるとは思うんですが、その全体像がちょっと知り

たいので、経費と、それから財源内訳。  

 二つ目はですね、福祉医療のそれぞれの経費と県補助金の一覧。これ、調べ

りゃ出るんですけどね、細かい数字になるんで、ちょっと資料として出してい

ただければありがたい。  

 それから、就学前児童の在園数。はなさと、ゆめさと、それから町外保育。

わかるんであれば、幼稚園に通ってる子で、北幼稚園とか信貴幼稚園とかそう

いうのもわかればですね、その他幼稚園ということで数を出していただきたい。 

 それから四つ目がですね、斎場の使用実績ですね。  

 それから、ダイオキシン汚染処理対策経費の全体像。これは去年、１億９，

０００幾らでしたけども、事前の説明ではいろいろありましたが、決算出て、

これの全体像を、全体像というのは、当然事業総額と、それから経費、運搬と

かいろいろ種類あったと思うんで、そういうのもわかるような資料を出してい

ただきたい。  

 それから、粗大ごみ処理の、去年、おととしから粗大ごみの処理の方法変わ

ってますんで、これは去年も出してもらったと思うんですが、人件費も含めた

実際の経費と言ったらおかしいけど、過去のやり方と今のやり方でどっちがと

いうのを計算したいもんですから、これがわかるような資料を出してください。 
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 それから、ごみでもう一つ、可燃ごみの処理量の推移。これは、焼却炉で燃

やしてるごみの量ということになりますが、家庭ごみと事業系があります。こ

れについてですね、これはちょっとね、減量審議会には出されてるとは思うん

ですが、平成１９年から２８年までの１０年間分、数字だけで結構ですから出

していただけますでしょうか。  

 まだええかな。もうちょっと言いますね。  

○議  長  

 一旦それで。  

 はい、福祉課長。  

○福祉課長  

 福祉医療費の資料を出させていただきます。県補助も財源内訳も含めて出さ

せていただきます。  

 それから、こども園の園児数ですけども、町外保育、これ、教育委員会とち

ょっと調整しながら出させていただきます。  

○議  長  

 住民生活課長。  

○住民生活課長  

 防犯灯の全体像の経費と財源内訳、斎場の使用実績、ダイオキシン類の汚染

の全体事業のわかる部分です。粗大ごみの過去との比較できる資料、可燃ごみ

の１０年間の焼却している量の資料、提出させていただきます。  

○議  長  

 教育委員会総務課長。  

○教育委員会総務課長  

 こども園の在園児数でございますが、はなさと、ゆめさと、そしてその他の

幼稚園ということでは、教育委員会としましては、私立の幼稚園の内容はあん

まり確認しておりませんけれども、また電話等で、北幼稚園でありましたら確

認できますので、北幼稚園のみ、一緒に出させていただきます。  

○議  長  

 山口君。  

○７  番  

 あと、建設の関係で、道路橋梁費、工事請負費の事業内訳、それから用地購

入費の場所、面積、単価、それから駅周の負担金交付金。これは、金額で言う

と６億３，８３６万９，０００円、これの積算内訳。それから、住宅管理費の

維持補修工事の積算内訳。  

○議  長  



 

－７２－ 

 都市建設課長。  

○都市建設課長  

 道路橋梁費の工事費の事業内訳ということですけれども、これ、例年どおり

大きなものと、事業費のということで出さしていただきます。  

 用地購入費の場所、面積、単価ですけれども、路線名といいますか、地目等

によって土地単価が若干変わってくるんで、路線名と買収面積と平均単価とい

うことでよろしいですかね。それで出させてもらって。  

 

「いやいや、場所ごとに出してほしいということ」の声あり  

 

○都市建設課長  

 いや、だから、何々路線の何々地内という形で、それでよろしいですか。  

 

「はい」の声あり  

 

○都市建設課長  

 あと、住宅管理費の維持補修工事費、こちらの方も主なものということで出

さしていただきます。  

○議  長  

 都市建設課参事。  

○都市建設課参事  

 駅周辺整備事業の関係の６億３，８３６万９，０００円の内訳について提出

をさせていただきます。  

○議  長  

 山口君。  

○７  番  

 あと、歳入です。  

 これは四つだけですけども、地方創生関連の交付金の総額。これ、ちょっと

補正で組んだりしてて、２６年の３月補正からあると思うんですけど、２７年

度、２８年度にまたがってるんで、その辺ちょっとわかるように。実際使った

のは、もう２７年と２８年だと思うんですけれども、その総額ね。  

 それから、そのうちですね、地方創生加速化、地方創生推進、地域少子化対

策重点推進、この各交付金の内訳。  

 それからですね、個人住民税の課税対象者人数。  

 学童保育入所者の人数。これ、いつも９月１日時点のやつを聞いてるんで、



 

－７３－ 

できたらそれで。これはもう口頭でも構いませんけど。  

 それから、起債を財源に充てた事業の経費というか、充てた事業の経費総額

と、その財源内訳。これはだから、相当数多くなると思うんですが、ここに資

料で何ぼか載ってるんですよね、事業内訳。これは、７億何ぼはここに出てた

と思うんです。いただいてるこの細かい資料集のとこにね。でも、これもちょ

っと見にくくてね、非常に見にくいんで、もうちょっと見やすくしたやつを出

していただけると非常にありがたいということで、よろしくお願いします。  

○議  長  

 政策推進課長。  

○政策推進課長  

 山口議員の方から、歳入にかかわります資料の請求でございます。  

 １点目の地方創生の関連でございます。  

 ２７年度、２８年度の地方創生の交付金の総額ということで、内訳といたし

ましては、述べられたように、加速化、地方創生、少子化対策等々ございます

ので、ちょっと担当課の方と打ち合わせをさせていただきながら、交付金の内

訳の方を資料としてお出しをさせていただきたいと思います。  

 私どもの方でもう１点、起債充当の事業経費の関係でございます。  

 決算の中で調査費ということで、かなり漠っとした起債の種類がございます。

個々にぶら下がってる事業も多々ございますので、なるべくわかりやすい範囲

でということで事業の方の拾い出しをさせていただきまして、事業総額と内訳

の方、お出しさせていただきたいと思います。  

 以上です。  

○議  長  

 税務課長。  

○税務課長  

 税務課、個人住民税の課税対象人数ということでございます。  

 これは何年間とか、２８年度だけでよろしいですか。今、言いましょうか。  

 

「いいですよ」の声あり  

 

○税務課長  

 そしたら、普通徴収で１，９８１人、特別徴収で７，１３５人、合計９，１

１６人でございます。  

○議  長  

 教育委員会総務課長。  



 

－７４－ 

○教育委員会総務課長  

 学童保育の入所者の人数でございますけれども、９月１日現在のは、今、資

料は手持ちないんですけれども、６月末のデータでもよろしいでしょうか。  

 

「はい」の声あり  

 

○教育委員会総務課長  

 平群学童の１の方で３３名、そして平群学童２の方で３７名、南学童で５３

名、北学童で７３名、合計１９６名となっております。  

○議  長  

 窪君。  

○１０番  

 資料請求ですけれども、先ほど、他の議員から防犯灯ＬＥＤ化とありました

が、ちょっと聞き漏れしましたが、町管理と自治会管理も含めてお願いしたい

と思います。  

 そして、福祉医療費、子ども医療費の内訳をお願いします。  

 そして、健康増進事業費で、がん検診受診者状況を、平成２５年度ぐらいか

らの実績をお願いしたいと思います。  

 そして、教育の費用の方から、就学援助の推移ですね。要保護、準要保護、

認定者の推移をお願いしたいと思います。  

 そして、防災対策として、避難所の非常用の備蓄品の一覧をお願いしたいと

思います。  

 そして、歳入では、町税で、ペイジー・コンビニ収納の割合について、資料

をお願いしたいと思います。  

○議  長  

 福祉課長。  

○福祉課長  

 子ども医療費、福祉医療費詳細を出させていただきます。  

○議  長  

 住民生活課長。  

○住民生活課長  

 防犯灯、町管理も含めて資料を出させていただきます。  

○議  長  

 税務課長。  

○税務課長  



 

－７５－ 

 ペイジー・コンビニ収納の割合について、資料を提出させていただきます。  

○議  長  

 健康保険課長。  

○健康保険課長  

 平成２５年度からのがん検診の受診者状況を出させていただきます。  

○議  長  

 総務防災課長。  

○総務防災課長  

 防災備蓄品のリストを提出させていただきます。  

○議  長  

 教育委員会総務課長。  

○教育委員会総務課長  

 就学援助の申請者数の推移を出させていただきます。いつの時点から出させ

ていただきましょうか。  

 

「二、三年で」の声あり  

 

○教育委員会総務課長  

 ３年前ぐらいから。はい、出させていただきます。  

○議  長  

 ほか、ございませんか。森田君。  

○４  番  

 先ほど、窪議員から資料請求があったものにちょっと書き加えていただきた

いんですけれど、収納方法によるコストですね、どれぐらいコストかかってる

のか。  

 それとですね、これに対して固定費があったと思うんですね。１件当たり幾

らなのと、使わなくてもかかるコストがあったと思うんです。それをお教えい

ただけませんでしょうか。  

 それとですね、電算関係の諸費用ですね。町の方もこれをめっこ入れるとい

うことでしたので、予算でもお願いしてたんですけど、電算諸表の一覧表をお

願いいたします。  

 それとですね、施設別の電気料金、これ、予算のときも申し上げてたんです

けれども、それとあわせて、新電力の効果がわかるような資料をお願いいたし

ます。  

 まだあるので、先、その辺だけちょっとお答えいただけませんでしょうか。  



 

－７６－ 

○議  長  

 政策推進課長。  

○政策推進課長  

 ただいま、森田議員からの資料請求でございます。  

 電算関係の諸費用ということで、またこれも各会計ごと、一覧表に取りまと

めさせていただきまして、資料としてお出しをさせていただきます。  

○議  長  

 税務課長。  

○税務課長  

 コンビニ・ペイジー関係のコストについてということでございます。  

 これも、資料に記載ということでよろしいでしょうか。  

 

「はい」の声あり  

 

○税務課長  

 はい、出させていただきます。  

○議  長  

 総務防災課長。  

○総務防災課長  

 施設別の電気使用量、料金、また新電力の導入効果について、資料を出させ

ていただきます。  

○議  長  

 森田君。  

○４  番  

 ありがとうございます。よろしくお願いいたします。  

 それとですね、住民の方から、平群は町の車が多いんじゃないかという話が

よく出るんですけどね、車の走行距離を１台ごとわかれば出してくれませんで

しょうか。  

 それとですね、し尿処理費ですね。２８年度、養父と生駒市ですかね、それ

を資料、単価、総額。それと、２９年度がまた単価が変わったということで、

その対比がわかるような、単価がわかるようなものをお出しいただけませんで

しょうか。  

 それとですね、公債費のところで山口議員からあったんですけども、多額の

負担をしております駅周関係とゆめさとこども園の全体と個別の関係がわかる

ような資料をお出しいただけませんでしょうか。  



 

－７７－ 

 それとですね、今、矢田山山系ですね、生駒山系を見ても、町長か何か、紅

葉の話が出たんですけど、今、ナラ枯れが非常に厳しいんですかね、平群町だ

けじゃなくてですね、春ごろから紅葉というんですか、ナラ枯れの実態が明白

に出てるんですけども、ナラ枯れの実態とその対策がわかりますかね。  

 それとですね、駅周関係の人口の推移、この駅周のエリアはわからないと思

いますので、逆に言えば吉新で人口が１９年度からどういうふうに変わって、

１０年から建物固定資産税がどう変わってるのか、わかればお出しいただけま

せんでしょうか。  

○議  長  

 総務防災課長。  

○総務防災課長  

 公用車の年間走行距離、これ、１台ごとということで資料出させていただき

ます。  

○議  長  

 政策推進課長。  

○政策推進課長  

 ただいま、森田議員からの資料請求でございます。  

 公債費の償還見込みというところでございます。御指摘のございました駅周

事業とゆめさと建設にかかわります償還費、全体の内数ということになるかと

思いますけども、それでお出しをさせていただきます。  

 それと、ベースとしましては普通会計ベースということでお出しをさせてい

ただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。  

○議  長  

 税務課長。  

○税務課長  

 駅周区域内の平成１９年からの人口推移、固定資産税関係の推移ということ

でございますが、住民生活課と協議しながら資料を作成したいと思いますので、

よろしくお願いします。  

○議  長  

 住民生活課長。  

○住民生活課長  

 し尿処理費の内訳、資料を出させていただきます。  

○議  長  

 観光産業課長。  

○観光産業課長  



 

－７８－ 

 ナラ枯れ被害の実態、対策について、資料の方を提出させていただきます。  

○議  長  

 ほか、ございませんか。  

 

「なし」の声あり  

 

○議  長  

 ないようでしたら、認定第１号についての質疑を終わります。  

 続いて、認定第２号  平成２８年度平群町住宅新築資金等貸付事業特別会計

歳入歳出決算の認定についての質疑に入ります。いいですか。ございませんか。 

 

「なし」の声あり  

 

○議  長  

 ないようでしたら、認定第２号についての質疑を終わります。  

 続いて、認定第３号  平成２８年度平群町国民健康保険特別会計歳入歳出決

算の認定についての質疑に入ります。森田君。  

○４  番  

 過日の国保運協の議事録はまだできてないと思うんですけども、概略がわか

るようなものが出ませんでしょうか。  

○議  長  

 健康保険課長。  

○健康保険課長  

 ８月２３日に開催させていただきました運協の議事録なんですけども、概略

分で提出させていただきますので、よろしくお願いします。  

○議  長  

 ほか、ございませんか。  

 

「なし」の声あり  

 

○議  長  

 ないようでしたら、認定第３号についての質疑を終わります。  

 続いて、認定第４号  平成２８年度平群町下水道事業特別会計歳入歳出決算

の認定についての質疑に入ります。  

 



 

－７９－ 

「なし」の声あり  

 

○議  長  

 ないようでしたら、認定第４号についての質疑を終わります。  

 続いて、認定第５号  平成２８年度平群町農業集落排水事業特別会計歳入歳

出決算の認定についての質疑に入ります。  

 

「なし」の声あり  

 

○議  長  

 ないようでしたら、認定第５号についての質疑を終わります。  

 続いて、認定第６号  平成２８年度平群町学校給食費特別会計歳入歳出決算

の認定についての質疑に入ります。  

 

「なし」の声あり  

 

○議  長  

 ないようでしたら、認定第６号についての質疑を終わります。  

 続いて、認定第７号  平成２８年度平群町介護保険特別会計歳入歳出決算の

認定についての質疑に入ります。ございませんか。  

 

「なし」の声あり  

 

○議  長  

 ないようでしたら、認定第７号についての質疑を終わります。  

 続いて、認定第８号  平成２８年度平群町奨学資金貸付事業特別会計歳入歳

出決算の認定についての質疑に入ります。  

 

「なし」の声あり  

 

○議  長  

 ないようでしたら、認定第８号についての質疑を終わります。  

 続いて、認定第９号  平成２８年度平群町後期高齢者医療特別会計歳入歳出

決算の認定についての質疑に入ります。  

 



 

－８０－ 

「なし」の声あり  

 

○議  長  

 ないようでしたら、認定第９号についての質疑を終わります。  

 続いて、認定第１０号  平成２８年度平群町水道事業会計決算の認定につい

ての質疑に入ります。  

 

「なし」の声あり  

 

○議  長  

 ないようでしたら、認定第１０号について質疑を終わります。  

 本案１０件に対する質疑を終結いたします。  

 お諮りいたします。  

 本案１０件については、６人の委員をもって構成する決算審査特別委員会を

設置し、これに付託した上、審査することにいたしたいと思いますが、異議ご

ざいませんか。  

 

「異議なし」の声あり  

 

○議  長  

 異議なしと認めます。よって、本案については、６人の委員をもって構成す

る決算審査特別委員会を設置し、これに付託の上、審査することに決しました。 

 決算審査特別委員会の名簿を配付いたします。  

 

名簿配付  

 

○議  長  

 お諮りいたします。  

 ただいま設置されました決算審査特別委員会の委員の選任については、議会

運営委員会で内定しております。お手元に配付いたしました名簿のとおり、６

名を選任いたしたいと思いますが、異議ございませんか。  

 

「異議なし」の声あり  

 

○議  長  



 

－８１－ 

 異議なしと認めます。よって、ただいま申し述べましたとおり決定いたしま

した。なお、委員長に下中君、副委員長に山口君にお願いしたいと思いますが、

異議ございませんか。  

 

「異議なし」の声あり  

 

○議  長  

 異議なしと認めます。御多忙のところ恐縮ではございますが、７日、８日の

両日、決算審査特別委員会をよろしくお願いいたします。  

 ここで時間延長、午後７時までといたします。  

 続きまして  

 日程第２６  認定第１１号  平成２８年度西和衛生試験センター組合一般会

計歳入歳出決算の認定について  

を議題といたします。  

 議案の朗読を省略し、提案者の提案理由の説明を求めます。住民生活課長。  

○住民生活課長  

 認定第１１号  提案理由説明  

○議  長  

 続きまして、監査委員から監査結果の意見を求めます。はい、監査委員。  

○監査委員（髙幣幸生）  

 失礼します。  

 平成２８年度西和衛生試験センター組合一般会計歳入歳出決算審査意見書を

御報告申し上げます、監査委員といたしまして。  

 それでは、西和衛生試験センター組合一般会計歳入歳出決算審査結果の御報

告を申し上げます。  

 この決算審査は、西和衛生試験センター組合が解散となったことに伴う平成

２９年３月３１日での打ち切り決算であります。出納整理期間が設けられてな

かったため、通常とは異なった決算となっています。このため、審査に当たり、

決算書及び附属書類の正確性の検証を中心に、地方自治法施行令第５条第３項

の規定に基づき、構成７町（平群町、三郷町、斑鳩町、安堵町、上牧町、河合

町、王寺町）の監査委員により行ったものであります。  

 決算審査の意見書については、既に皆さんのお手元に議案と一緒に配付して

いただいておりますので、概要につきまして、簡略に報告させていただきます。 

 審査の実施日及び場所は、平成２９年７月２６日に平群町監査委員事務局に

おいて審査を実施いたしました。  



 

－８２－ 

 審査方法については、町長から送付された平成２８年度一般会計歳入歳出決

算書、それと附属書類及び証書類等との照合等、通常実施すべき審査手続を実

施したほか、担当課職員より説明を聴取し、審査を実施しました。  

 審査の結果ですが、審査に付された一般会計歳入歳出決算書、歳入歳出決算

事項別明細書は、いずれも計数は正確であり、予算執行もおおむね適切である

と認めました。  

 以上、決算審査の意見として御報告をさせていただきます。ありがとうござ

いました。  

○議  長  

 これより本案に対する質疑に入ります。山口君。  

○７  番  

 今の説明で、平群町は９２０万９，３７６円、７月に入ったと言った。７月

に。ほんで、この金はどこに入ったの。今度の補正なの。  

○議  長  

 住民生活課長。  

○住民生活課長  

 当初に８１０万出まして、予算ですんで、大体その辺ということで。実際に

金額が決まれば、今回、補正させていただいてます。  

○議  長  

 山口君。  

○７  番  

 それやったらそういう説明せんと。今さっき、７月にこの金が入ったって、

自分言ったやろう。だから、今言ったのは、きょうの補正予算に載ってるこの

１１０万９，０００円なんでしょう。だから、もう３月に一旦先に、後の出る

前のやつで清算してた……。  

 

「ちゃうちゃう」の声あり  

 

○７  番  

 してないの。６月議会でしたの。簡単に言えば、今回補正に出てる１１０万

９，０００円以外の金はいつもらって、どこで処理してんのっていう話や。  

○議  長  

 住民生活課長。  

○住民生活課長  

 もらってというのは、入金がされたのは７月、さっきの日ですねけど、予算



 

－８３－ 

は当初予算に出ました。  

○議  長  

 ほか、ございませんか。  

 

「なし」の声あり  

 

○議  長  

 ないようでしたら、本案に対する質疑を終結いたします。  

 これより討論に入ります。  

 

「なし」の声あり  

 

○議  長  

 ないようでしたら、本案に対する討論を終結いたします。  

 これより認定第１１号について採決を行います。  

 本案については原案どおり認定することにいたしたいと思いますが、異議ご

ざいませんか。  

 

「異議なし」の声あり  

 

○議  長  

 異議なしと認めます。よって、本案については原案どおり認定することに決

しました。  

 続きまして  

 日程第２７  諮問第１号  人権擁護委員候補者の推せんにつき意見を求める

ことについて  

を議題といたします。  

 議案の朗読を求めます。局長。  

○局  長  

 それでは、朗読いたします。  

 諮問第１号  

  人権擁護委員候補者の推せんにつき意見を求めることについて  

 下記の者を人権擁護委員の候補者として推せんしたいので、人権擁護委員法

第６条第３項の規定により議会の意見を求める。  

                       平成２９年９月５日提出  



 

－８４－ 

                       平群町長  岩  﨑  万  勉  

記  

 住   所  奈良県生駒郡平群町大字梨本７４２番地の１４  

 氏   名  中村高士  

 生年月日  昭和２５年１０月６日  

 以上でございます。  

○議  長  

 町長の説明を求めます。町長。  

○町  長  

 人権擁護委員候補者の推せんについて説明を申し上げます。  

 人権擁護委員の皆さんには、人権審判の事件の調査、被害者の救済、人権相

談活動並びに人権啓発活動、人権尊重思想のより一層の普及・高揚を図るなど、

さまざまな活動を行っていただいております。  

 中村高士氏は、長年にわたり国家公務員として、特に国土交通行政に携わら

れ、国民全体の奉仕者として御活躍されておられました。現在は、平群町史蹟

を守る会に入会され、地域におかれましても御活躍されておられます。  

 人権擁護委員として適任であると考え、法務大臣に推薦するに当たりまして、

議員の御意見をいただきますようお願い申し上げまして、説明とさせていただ

きます。  

○議  長  

 お諮りします。  

 本件は、適任であるとの意見を付して答申したいと思いますが、異議ござい

ませんか。  

 

「異議なし」の声あり  

 

○議  長  

 異議なしと認めます。よって、諮問第１号  人権擁護委員候補者の推せんに

つき意見を求めることについて、適任であると答申することに決定いたしまし

た。  

 日程第２８  発議第６号  平群町国民健康保険税条例の一部を改正する条例

について  

を議題といたします。  

 議案の朗読を求めます。局長。  

○局  長  



 

－８５－ 

 それでは、朗読いたします。  

 発議第６号  

  平群町国民健康保険税条例の一部を改正する条例について  

 上記の議案を別紙のとおり地方自治法第１１２条及び会議規則第１４条第２

項の規定により提出する。  

                        平成２９年９月５日  

                        提出者  植  田  いずみ  

                        賛成者  山  口  昌  亮  

                         〃   稲  月  敏  子  

  平群町国民健康保険税条例の一部を改正する条例  

 平群町国民健康保険税条例（昭和３４年４月平群村条例第３号）の一部を次

のように改正する。  

 第１２条第１項の表を次のように改める。  

 第１期  ４月１５日から同月３０日まで  

 第２期  ５月１５日から同月３１日まで  

 第３期  ６月１５日から同月３０日まで  

 第４期  ７月１５日から同月３１日まで  

 第５期  ８月１５日から同月３１日まで  

 第６期  ９月１５日から同月３０日まで  

 第７期  １０月１５日から同月３１日まで  

 第８期  １１月１５日から同月３０日まで  

 第９期  １２月１５日から同月２５日まで  

 第１０期  翌年１月１５日から同月３１日まで  

 第１１期  翌年２月１５日から同月末日まで  

 第１２期  翌年３月１５日から同月３１日まで  

 第２１条及び第２２条を次のように改める。  

 （徴収の特例）  

第２１条  国民健康保険税の所得割額の算定の基礎に用いる基礎控除後の総所

得金額等が確定しないため当該年度分の国民健康保険税額を確定することが

できない場合においては、その確定する日までの間において到来する納期に

おいて普通徴収の方法によって徴収すべき国民健康保険税に限り、国民健康

保険税の納税義務者について、その者の前年度の国民健康保険税額を当該年

度の納期の数で除して得た額を、それぞれの納期に係る国民健康保険税とし

て徴収する。  

２  前項の規定によって国民健康保険税を賦課した場合において、当該国民健



 

－８６－ 

康保険税額が当該年度分の国民健康保険税額に満たないこととなるときは、

当該年度分の国民健康保険税額が確定した日以後の納期においてその不足税

額を徴収し、既に徴収した国民健康保険税額が当該年度分の国民健康保険税

額を超えることとなるときは、法第１７条又は第１７条の２の規定の例によ

って、その過納額を還付し、又は当該納税義務者の未納に係る徴収金に充当

する。  

 （徴収の特例に係る税額の修正の申出等）  

第２２条  前条第１項の規定によって国民健康保険税を賦課した場合におい

て、当該年度分の国民健康保険税額が前年度の国民健康保険税額の２分の１

に相当する額に満たないこととなると認められるときは、同項の規定によっ

て国民健康保険税を徴収されることとなる者は、第２５条の納税通知書の交

付を受けた日から３０日以内に町長に前条第１項の規定によって徴収される

国民健康保険税額の修正を申し出ることができる。  

２  前項の規定による修正の申出があった場合において、当該申出について相

当の理由があると認められるときは、町長は、当該年度分の国民健康保険税

額の見積額を基礎として、前条第１項の規定によって徴収する国民健康保険

税額を修正しなければならない。  

 附則  

 （施行期日）  

１  この条例は、平成３０年４月１日から施行する。  

 （適用区分）  

２  改正後の平群町国民健康保険税条例の規定は、平成３０年度以後の年度分

の国民健康保険税について適用し、平成２９年度分までの国民健康保険税につ

いては、なお従前の例による。  

 以上でございます。  

○議  長  

 提出者の提案理由説明を求めます。植田君。  

○６  番  

 最後にですね、提案理由として書かしていただいておりますので、これを読

まさせていただきます。  

 国民健康保険税が２９年度から大幅な引き上げが行われました。平均１．６

倍ということです。住民生活にも多大な影響が及ぼすことは必至と考えられま

す。その中にあってですね、少なくともこの高くなった国保税を何とか支払う

ためにですね、普通徴収の対象者が分納申請を行ってもですね、現在の条例上

の納期が８期であるため、それを超えての納付を行おうとすれば、督促状の送
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付や、あるいは督促手数料が発生するという、こういう現状がございます。  

 高過ぎる国民健康保険税を何とか支払うために、納付相談に出向いて納付義

務を果たそうをする者に対して、町もそのことを了承し、その手続を行いなが

ら、新たな納付書で納付期内に支払う努力に対しても、督促状送付や督促手数

料を科するというのは、住民の生命・財産を守るという地方自治の観点からも、

疑念を私は抱かざるを得ないというふうに思っております。  

 よって、少しでも住民の暮らしに寄り添う立場から、納期を現状の８期から

１２期に拡大して、督促状や、あるいは督促手数料が発生しない状況をつくる

ことが必要ではないかということで、今回、本条例の改正案を提出をさせてい

ただきました。  

 よろしくお願いいたします。  

○議  長  

 これより本案に対する質疑に入ります。窪君。  

○１０番  

 １点、お尋ねをしたいんですが、この提案理由に書かれております普通徴収

対象者が分割納付の申請をされた場合、地方自治法によりこれを受けなければ

いけないという状況でありますが、ここ数年のこういう申請件数ですね、８期

から１２期とか、いろんな申請の状況があると思うんですが、申請の件数の実

績をここ数年、今現在わかる範囲で教えていただきたいと思います。  

 また、この２９年度、大幅な増税になりまして、大変住民の皆様、加入者の

皆様には御負担をおかけいたしておりますが、その件数もあわせて、２９年度、

今現在の件数も教えていただきたいと思います。  

○議  長  

 健康保険課長。  

○健康保険課長  

 ただいまの御質問にお答えさせてもらいます。  

 当然、地方税法とか町税条例にのっとってですね、今現在、仕事をさせてい

ただいてるんですが、確かに分納の相談に来られる方がですね、ことしは２０

件前後ございました。ただ、その中で御説明をさせてもらう中で、ことしは１

６人の方とこういうお約束をさせていただいております。  

 例年ですね、毎年のようにこういう方、いらっしゃいます。ただ、きちっと

した数字は持ってないんですけども、例年、１０人程度ということは担当から

聞いております。  

 以上です。  

○議  長  
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 ほか、ございませんか。  

 

「なし」の声あり  

 

○議  長  

 ないようでしたら、本案に対する質疑を終結します。  

 お諮りします。  

 本案は、会議規則第３９条の規定により、文教厚生委員会へ付託したいと思

いますが、異議ございませんか。  

 

「異議なし」の声あり  

 

○議  長  

 異議なしと認めます。よって、本案は文教厚生委員会に付託することに決定

いたしました。  

 続きまして  

 日程第２９  請願第２号  平群町国民健康保険税引下げに関する請願書  

を議題とします。  

 請願文書表の朗読を求めます。局長。  

○局  長  

 それでは、朗読いたします。  

 平成２９年第４回平群町議会定例会請願文書表  

 受理番号  第２号  

 受理年月日  平成２９年８月１８日  

 件名  平群町国民健康保険税引下げに関する請願書  

 請願の要旨  

 要旨  平成２９年度平群町国民健康保険税は前年度の１．６倍の大幅引き上

げ、これは住民にとって負担が大きすぎます。よって、高い国保税の可能な引

下げを求めます。  

 また、住民説明会での町長提案「２９年度でいったん赤字を止めるため２億

５，０００万円を引き上げ、２８年度の赤字は保留にし、３０年度からの広域

化６年間の調整期間で解消したい」について説明を求めます。  

 理由  平成２９年度国保税１．６倍・２億５，０００万円の引き下げについ

て町長は、「１００％、私に責任ある」（３／９文教厚生委員会）として、２３

～２６年度の４年連続の引下げによる赤字転落を詫びました。  



 

－８９－ 

 赤字は、下記の２つの要因で剰余金が積み上がり、それを４年連続引下げ実

施したため歳入不足に陥ったものです。  

 剰余金が積みあがったのは、一つは、２０年度に「後期高齢者医療支援金が

新たに上乗せされる」（平成１９年１１月広報）ことを理由に支援金の町負担分

１億２，０００万円・１世帯平均４万円が引き上げられました。しかし、これ

は厚労省が、「これまでの『医療分』として払っていたものを『医療分』と『支

援金分』に色分けしただけで、負担が増えるわけではない」と説明しているよ

うに引き上げる必要がありませんでした。その結果、引き上げられた１億２，

０００万円と毎年の医療費自然増分の差額が余ってきたのです。もう一つは、

２０年の「医療改革」は、「退職者医療制度」の廃止により、「退職者被保険者

（６５～７４歳）」に対する「療養費給付費等交付金」に替わった新しい交付金

「前期高齢者交付金（６５～７４歳）」が相対的に前期高齢者の比率が高かった

町にとって、これが「療養費給付費等交付金」の減を補って右肩上がりの歳入

増になったことです。  

 このため剰余金は億単位に膨れ上がってきたため町は、４年連続の引下げを

実施しました。  

 その結果、①２０年度の国保収入６億８，８００万円が、２６年度には４億

８，７００万円、７１％まで落ち込んでしまったこと。また、仮に２０年度に

１億２，０００万円の引き上げを実施しなかった場合でも１５％の減収になり

ます。②そのうえ同時期に、「前期高齢者交付金」についてもその伸びが２６年

度をピークに鈍化し大きく減少し始めました。  

 これらが引き金となって、単年度収支が２６年度は９，８４０万円、２７年

度は１億９，７４５万円の赤字になり、基金をすべて取り崩しても、２，６６

０万円の赤字になったのです。  

 しかし、たった５年間で引き上げ額１億２，０００万円の１．７倍・２億円

もの引下げをすれば、結果がどうなるのか見通しが立てられなかったのでしょ

うか。これは町長が「１００％、私に責任ある」と言われるように「重大な失

政」と言わざるを得ません。  

 赤字転落の結果、町は２８年度以降も収支バランスがとれないとして、当初

は、「総額３億円、現行の１．７倍」の引き上げ案を提示していましたが、これ

を短期間に修正し、「２億５，０００万円、現行の１．６倍」案を再提示したこ

とから１月に住民説明会をおこなわれました。  

 住民説明会で町長は、「２８年度は約２億円の赤字決算になる見込みで、２９

年度末には４億円を超える累積赤字が出ることが予測される」「このため２９

年度でいったん赤字を止めて２億５，０００万円を引き上げ、２８年度の赤字



 

－９０－ 

は保留にし、３０年度からの広域化６年間の調整期間で解消したい」と提案し

ました。  

 しかし、半月も経たない２月の決算見込みで、２８度の赤字は２億５，８０

０万円にさらに膨らみましたが、町は、３月議会に住民説明会の提案どおりの

引き上げ案を提出しました。「１００％、私に責任ある」と町長が言明しながら

何の策も示されず、責任のない住民に１００％の負担を押し付ける結果になり

ました。これに対して引き上げ案の２分の１の１億２，５００万円の引下げ修

正案が提出されましたが、これを否決し、引き上げ原案を６：５の少数可決さ

れました。  

 ところが、国保会計の見込みが二転三転するなか、５月末の決算確定におい

て２８年度の赤字額が２月の決算見込み２億５，８００万円より、１億４，０

００万円も下回る１億１，４００万円、半分以下の４４％になるというとんで

もない決算結果が起こりました。  

 町は、３月議会において国保会計は、「２９年度単年度だけで２億５，８００

万円の赤字見込みとなることから、せめて２９年度単年度を赤字にしないため

に総額２億５，０００万円、現行１．６倍の国保税引き上げが必要」とあらた

めて説明してきました。  

 その説明根拠が崩れたのです。  

 ２９年度の国保会計予算は、２８年度途中までの収支状況をもとに、一般被

保険者の保険給付費を１９億６，３００万円と見込み、その数字を前提に２億

５，０００万円の国保税引き上げが必要として算出してきましたが、それが見

込み違いだったのです。  

 確定した２８年度決算（保険給付費１７億８，２４０万円）をもとに２９年

度の一般被保険者の保険給付費を平成２１～２８年度の伸びの平均値を３％増

（実際は２．４９％の伸び）程度として試算すると１８億３，５９０万円にな

り、現予算との差額は１億２，７１０万円にもなります。引下げは可能です。  

 実際、６月７日の文教厚生委員会で、確定した２８年度決算をもとにした２

９年度収支について担当課長は「８，０００万円程度の黒字が予測される」と

答弁しているのです。  

 このように、１．６倍引き上げの町の理由づけや説明の前提が破綻している

にもかかわらず、町は６月議会においても、いっさいの引き下げを拒否し、国

保税を引き下げる議案や請願書は否決されました。  

 また、６月議会においては町長提案「２８年度赤字保留・広域化６年間調整

期間で赤字解消」については何も示しませんでした。住民説明会での町長提案

は、いわば「町長公約」といっても過言ではありません。なぜその経過が欠落
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しているのか説明を求めます。  

 以上の経過から地方自治法第１２４条の規定により、下記の請願項目を提出

します。  

１、国保会計が赤字に転落した経過と、国保税引き上げの根拠が崩れたことに

ついて住民に情報提供し、住民の暮らしをまもるために国保税を可能な限り引

下げすること。  

２、町長提案「２８年度赤字保留・広域化６年間調整期間で赤字解決」につい

ての経過を説明されること。  

 請願者の住所及び氏名  平群町若葉台２丁目１４番２３号  柏木勲  

            他１５名  

 紹介議員  井戸太郎・森田勝・山口昌亮  

 付託委員会  文教厚生委員会  

 以上でございます。  

○議  長  

 請願の趣旨説明について、紹介議員の説明を求めます。山口君。  

○７  番  

 国保税のことについてはですね、昨年の１２月議会以降、２６年度、２７年

度、大変な赤字になったということで、増税やむなしというところはありまし

たが、ここまで３月議会で１．６倍、実際、会計上は２億ちょっとですけれど

も、当時の住民のそれぞれの上げ幅から言うと１．６倍になると、その当時の

金額で言うと２億５，０００万になるということで。  

 今回、この代表者の方を含めて１６人の方が連名で請願を出されてるわけで

す。特に、７月の１４日に町の方から国保税の納付書が送られて、本当に多く

の方がびっくりされ、先ほどの植田議員から出された条例改正案の中のことも

ありましたけれども、それでも何とか払う、それはもうそうですよね、非常に

真面目に払おうとする姿勢で１２回とか１０回とか、いろいろ納付回数もふや

しながらやろうという、そういう動きもありますし、しかしそうは言っても、

これだけ高い国保税、今後も払い続けるというのは、とてもやないができない

と。  

 実は、昨日も私の家に昼間、きょうの準備で仕事をしておりましたら電話が

ありました。なんちゅうこっちゃということで、ちょっと時間たってからなん

ですけれども、何とかしてほしいという声をされてました。  

 今回、この請願については、今、非常に長かって、皆さんもちょっとうんざ

りしたかなと思うんですが、それぐらいね、この間の、これは平成２０年の今

の制度になってからのことも含めて書かれてますけれども、きちっと住民の方
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が調べてここまで書いてですね、それと特に、今回は引き下げだけではなくっ

て、町長が１月の住民説明会で住民の皆さんに約束した、そのときに話したこ

とと全然違うではないかと。状況、その前提が変わっているにもかかわらず、

そのことについてはほとんど説明がない。それでいて、当初の予定どおり増税

だけ、自分の責任だと言いながら、反省すると言いながら、結局は全部住民に

負担を押しつけてるだけではないか、ここは非常にこれまで、前回に出された

請願との違いだと思うんですね。  

 これは、議会に出された請願ですから、町長がこれに対して直接答えるとい

う立場にはもちろんないわけではありますけれども、文教厚生委員会に付託さ

れればですね、そのことも当然議員の中からも質問出ると思いますから、町長

の方もこの請願、採択される、されないにかかわらず、そこの点については、

採択いかんにかかわらず、きちんと答えていただけるものだというふうに思い

ますけれども、そういう請願した１６人の皆さんの気持ち、これは多くの国保

加入者の気持ちを代弁しているものということでありますのでですね、ぜひ議

員各位にはですね、今回は賛成をしていただいて、住民の声をしっかり議会と

して受けとめたという結果になることをお願いして趣旨説明といたします。  

 以上です。  

○議  長  

 これより質疑に入ります。  

 

「なし」の声あり  

 

○議  長  

 ないようでしたら、本案に対する質疑を終結いたします。  

 請願第２号については、会議規則第９２条の規定により、文教厚生委員会に

付託いたしたいと思いますが、異議ございませんか。  

 

「異議なし」の声あり  

 

○議  長  

 異議なしと認めます。よって、本請願は文教厚生委員会に付託することに決

しました。  

 なお、請願者、代表者２名の方より、委員会に出席したい旨、私、議長に申

し出をされており、そのことについて協議をいただきたいと思いますので、本

日の本会議終了後に文教厚生委員会を開催していただきたいと思います。  
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 また、付託議案については、９月１１日の午前１０時から文教厚生委員会を

開催いたしたいので、よろしくお願いいたします。  

 以上で本日の日程は全部終了いたしましたので、これをもって散会いたしま

す。  

（ブー）  

散    会  （午後  ５時２７分）  


